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財 政 政 策 と 賠 償 問 題

リプ ンク財政め一考察 -

大 鳥 通 義

. 1 序 論

n ドーズ賠廣協定とドイツ財政 

1‘ ぎ熊の主要な関連 

2. 賠償協定の改訂と財政

a ) 1920年代後半の財政収支

b) 賠償協定の改訂と財政政策 

3‘ ヤソグ案の成立-一中間総括

m プリューニンク財政と賠i t 問題 

1‘ プリューニンクの政策構想 

' a ) プリューニンク財政の発端

b) 賠償問題の最終解決 

2. 財政過程における賠償問題

a) フーヴァー宜言まで

b) 賠償問題の終焉に向って

W 賠償問題の終焉と信用拡張

エ 序 論

#

すこの政権は直ちにその座を去らねぱならない。余りにも評判が悪いからジ。J この一言をもづゲ 

ライじ大統領ヒソデンフルクはフリュー■=!‘ンクを首相の任から解いた。1の2年 5 月29日のことであ 

る。 2 年 2 力月に直ってその信任を与えて大統鎮☆による統治にあたらせてきたプリュ ー ニンク政 

'施をヒンデンブルクが忌避するに到った直接の動機はともかく， この政権の統治がおよそ大衆の喝 

来を博し傅るものでなかったことは明らかでもる。彼は雄餓宰相と呼ばれ，そめ在任期間中に，失 

業者は 300万人弱から600万人へと倍増した。 ヒットラーの率いる国民社会主義ドイッ労働ま党は , 

ライヒ議会においても地方議会においても， また，大お運動においても，急激にその勢力を拡張し 

1933年 1 月31日には，遂に権力を掌握するに到る。 .

注 U )  Bruning, Heinrich, Memoinn 1918-1934, Stuttgart 1970, S. 599,

— ，一19 (1 0 5 )-----  '
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財政政策と賠償問題

プリ ンク政権の統治は，その全期問に直ってもっぱら恐慌觉服に集中された。その最も主

要な部分をなす財政政策においては，墙税と支出削減が繰返され，緊縮財政政策が一貫して迪求さ
(2 )

れた。 それは， 「古典派経済学の模範答案のようなもの」 と評される兆上財政にも比肩し得べく，
(3)

事実 , . プリューニンクの政策論が「自由主義的な思考に深く囚われていた」 ことは，召^認さるべく

もない。 しかし， プリューニンク政権の財政政策をかくあらしめたのは，新しい政策諭がケインズ 

主義として確立して社会の信条体系の一構成要素となるまでに到っていなかったこと， この政策論 

に基づいて選択肢を特定し得る状態になかったことのみによるのであろう力、。

プリューニンクの回顧録に唯-^度-だけケインズが登場する。1932年 1 月11日の両者による長時問 
(4)

の会談についてである。生年にして僅か2 年違いのこの同時代人の間には， ヴ ェ ル サ イ ュ体制と賠 

償の不合理性について共通の理解があったとはいえ , 政策論においては既に大きな蹈離があった。

この席上，プリューニンクはケイソズに対して，インフレ的な政策技術の宣伝はドイツの理性もる 

財政政策のすぺてを動揺させるものであると主張してB まなかった。恐らくその直前のハソ プルク 

における講演でケインズが誘い水的景気狀復策を提唱し，それが恰かもイギリス政府の見解でも 

るかの如き印象を与えたことへの反撥が， プリューニンクをそうさせたのであろう。そして， プリ 

ュ 一 二 ンクによれぱ，ャング案の通貨に関する规定に逆ってこの景気狀復策を営むことは可能と考 

えるのかとケインズに問質したのに対て， ケインズは,その点を全く考慮に入れていなかったこ 

とを認めざるを得なかった，，といわれる。

事実，賠，償協定は，大恐慌に対処しようとするドイッの財政政策の遭択可能性を厳しく制約して 

いたのである。また，賠償債務の調達と送☆ がヴァイマル末期のドイツの政治と経済を抑圧し恐 :

慌の作用を激化させたこともたしかである。従って，賠償問題の解決を恐慌克服に不可欠の前提と 

見る場合には， ドイツの恐慌対策としての財政政策は，賠償体制の神組に従って〈対外政策の優位〉，

において形成されることになる。 との意味で， プリューニンク財政は先ずもってその対外的閲速に 

おいて解明されねぱならない。 ，

しかし， 賠償体制と財政の関係を問う場合， 問题となるのは I 929年Ciヤング案のみではない。 

1924年のドーズ賠償協定がこの関係を実質的に定礎していたのであり，ヤング案はその継たるに -

注（2 ) 巾村降英厂経済政策の運命J 1967年 , 200頁。

( 3 )  Kro]l, Gerhard, Y m  der Weltvnrtschaftskrise zur Staatsk<mjunktU7% Berlin 1958, S. 3 6 3 .猶,大恐慌期のドイ 

ツi l l政, 就4，，プリューュンク政権の財政政策については，これ以外にも近か数多くの研究が発表されており，評価ニ 

も様々でる力 ’、， その概観は， 大 ;;をn!L-界恐慌期におけるドイツの財政過程にする® 後の研北勘向J 「三 Iかギニ会雑 : 

誌J 196約 a i 月，61卷 11ラ，7 7 K 以下を参照のi と。このく学界展望〉以後に公T-yされた文敝のうち最もffl要なの 

は，注(1》に揭げたプリューュンクめ15搬録である。記述に訂正や補完を要する筒所もfcる力'S ：TJRな 文 献 で り ，本 

稿もこれに： うところが; きい. 政?fを家としてのプリューニンクについては，51に，Morsey, Rudolf, Briln ing und' 

Adenauer, Zxoei deuiscke Stuatsmdnner, Diiijsoldorf 1972 をも参照されfcい .

( 4 )  BrQning, EL, op. cit,* S. 506,

( 5 )  Conzo, Werner, Regierung BrQning", in: Stoat, Wirtsckaft und Potiiilc in der Weiinnrer RepuMik, 
Festschrift filr Heinrich Brlining^ hrsg, v, F. A, Hermena u. Th, Schledor, Berlin 1967, S. 241.
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財政政策と賠償問週

過ぎない。別の視角からすれぱ， ブリューニンク政権の政策選択と決定にとって最大の困難は，外 

資の流出，特に外国短期资金の激しい流動にどのように対処するかにあった ,が , このことを， ドー 

ズ案に墓づいて形成された国内信用機構の外資依存と国際的な信用循環の一定の編成とに起因する 

ものであった。吏に言うならば， プリューニンク政権の緊縮財政の苟酷さを際立たせたのは， 1920 

年代後半の相対的安定期における急激な財政膨膜と赤字財政であった。 これには一定の内政上の関 

連があったとはいえ， ドーズ賠償体制とその改訂の過程もまたこれと密接に関速しでいたのである， 

問題の脈絡をこのように捉えるならぱ， プリューニンク財政の対外的関速は， ドーズ案成立以後の 

=ポ態の関連にまで適って究明されなければならないであろう。 これが，我々の当面する第--の課題 

でもる* , ,

プリューニンクが政治の舞台に初めて登場するのは1924年，中央党所属のライヒ議会譲貴として 

•であった。1929年12月には同党の党首に選任され，翌年 3 月30日， ミュラ一大速立政権の崩壊のあ 

とを讓けてライヒ首相に指名された。議会に多数派与;^を持たない大統領内閣の首班としてであゥ 

た。既 ^̂こ觉の内外から財政專門家として評価されていたプリューニンクは，その政権における本来 

.の蔵相以上に財政政策の形成に指導力を発揮していたように見える。その彼において財政政策の課 

:題はどのように設定され， これに基づいて如何なる政策手段が逃択されていったのでろう力、。彼 

の首相就任直前に成立し辞任直後に廃棄されたヤング察は，その政策をどのよぅに規制したのであ 

ろう力、。経濟的というより遙かに政治的な理由から起る外資の流出や， フーヴァー大統領のモラト 

リゥム宣言といった直接• 間接の外部からの政治的介入に， この政権はどのように対処したのであ 

ろうか。プリューニンク政権の所謂デフレ政策は,これらの譜要因の相互作用のうちに展開された 

のである。 この過程を明らかにすることが，本稿の第二の課題である。 ■

1932年 6 月のローザンヌ会議において賠償の事実上の終焉が遂に到来した。 この年の5 月， プリ
( 6 ) -  ,

ューニンクが自らめ今在る地点を「目標まであと lO O m jと見定めたことは， この意味では誤りで

.はなかったしかし別の観点からすれば， この言明には支持し難いものがある。 この時期を俟つ

までもなく既に以前より， プリューニンク政権の政策は，譜集団の利益を統合し大衆の支持を調達

し得るものではなくなっていたのである。対外政策の優位は対内政策の不毛と対応しセいたよう{^こ

.思われるが， プリューニンク財政のこの侧面の考參は本稿の範囲外のこと .であり，別の機会に譲b

.ざるを得ない。

注（6 ) 193が 5 月11日のライヒ議会での演説より。H dnrkhB riin ing . Redm und Aitfs&ke ernes deutscfmi Staat$mann3, 

hr&g» V. Vernekohl, Munster 1968, S* 164. ★

一 一  21(107) ——



財政政策と賠償問題

n ドーズ賠償協定とドイツ財政
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1. 事態の主要な関連 (

アメリカの国務長官チャールズ， E . ヒューズは，1922年12月29日， ニュー，ヘイヴンにおける  ̂

アメリ力歴史協会の席上で賠償問題について演説し2 年後のドーズ賠償協定成立の契後を提供し 

た。

この演説は， ョーロッパ経済の現状へのアメリカ政府の重大な関心を率直にま明することから始

まっている„ それは, ョーロッパに対してアメリカが金融面で， また，市場として密接に関与して

いるからに他ならない。 ドイッの衰退はアメリカの望むところではない。何故ならば， ドイッの做:

復なしにはョーロッバの経済歡復は不可能であり，また, 経済的安定が得られたときにのみ平和は .

永続し得るからである。 ヒューズの主張する第二の点は， アメリカ政府の重大な関心にも拘らず，

これらの問題を解く鍵はアメリカにはなく， ヨーロッバ諸国の政府の手中にあること，そして，問：

題の核心は賠償の確定にることであった。 この賠償債務と，第一次大戦の戦費調達のためのアメ

リ力の連合国に対する貸付とは，全く別 i i の# 柄であり，それ故にこそまた，賠償問題はヨーロッ

バ Iき身の手で解決されねばならない。第三に， この解決への最も望ましい道として， ヒューズは專

門委員会の設置を提案した。賠償問題の円満な解決のための第一条件は， これを政治の局外に移し

て論議することだからである。賠償を獲得するために强権的手段を用いるが如きは，腿力ある方法 : 
 ̂ (7)

と言■うことはできない。

この演説をス けて約 1 年後， アメリカの卖業家チャールズ . G . ドーズを委員長とする専門委員

会が形成され， 1924年 4 月にその報告が提出され，同年 8 月末，関係諸国の調印を得て所謂ドーズ

案が成立した。 この過程および8 億ライヒスマルク（以下R M と略記）のドーズ借款の成立において
(8 )

決定的な役割を果たしたのは， アメリカ政府とJ ♦ P ，モルガンであった。 ドイツは， ドーズ案の 

実現によって，漸くインフレーション後の通貨の安定と制度的 :HJlg成の最終段階を完了し， 1 ドル 

ニ 4. 20RMの旧平価をもって国際金本位制に復帰した。力、くて， ョーロッバの政治経済の安定が連 

成され， アメリカ金融資本のドイツへの進出の発端が開かれたのである .。第一次大戦を契機に債務； 

国から債権® に転じ，世界の金融中枢を二分して寧ろロンドンを凌駕するに到ったアメリ力の池位 .

注（7〉 Foreign Relations o f (he United States 1922, Vol.II, p .199 sq.

( 8 )  Wandel, Eckhard, Die Bedeutund de>‘ Vereinigten Staaten ran Amerika f i i r  Mas dê utsche Reparatmisprcblem 

1924-1929, Tubingen 1971, S. 9〜15.

( 9 )  Flink, Salomon, Tiie German 'Reichsbank and Economic Germany, New York 1930, p. 150 .猶，1924 !̂ド 8 月の ’ 

銀行法は，ライヒ銀行の政策决定を速合国権カの1^理のもとに(&*くことを媒定していたことが注0 さるべきである。 

ライヒ銀行の監ポ会は， ドイッ人と外ID人のそれぞれ7名ずつによって横i成され，更に，述仓国5 力国の代まと賠徵 

総務'ft ( プメリカ人）とからなる送金委員会が設ほされ，また，発 券 せ と し て 夕 ！'旧人1名が指名され，この三者 

力;，速仓権力による金融政策 *fJMの拠点とされたのである-

22 008)
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財政政策と賠償問題

力；， ここに象徴されている，

ドーズ賠償体制によるドイツ経済の安定と世界経済への連結が，アメリ力の世界政策の主要な一

環として実現したというこのま 態̂の関速は，その後大恐慌期に至るまでのドイツの財政金融や対夕ト

政策にとって決定的な意味を持ち続けることになる。先のヒューズの演説に即して言えば , こ.とで

表明されているのは，先ず周知の不干渉主義の原則であり，また，対米戦債と賠激債務の明確な分

離というテーゼである。 この向‘債换の間には，後述のように，密接な関係があったにも拘らず,を

の後約10年に直ってアメリカ政府はこのテーゼに固執し続けた。更に， ここで明らかなことは，フ

ランスの報復主義的な赔償政まとは異なって， アメリカが賠償問題を経済の次元でとらえているこ

と， ま国の内部での過剰資本と過剰生産物の市場の役割を、ドイツに期待していることである。この

期待は，やがて巨額のアメリカ資本の対独投資として結実する。債 権 ，債務関係を通じて深くドイ
(10)

ツの利害に関わりこれを従属させ支配しながら， しかも不干渉主義を標榜するというこのニ面性は， 

ドル帝国主義と呼ぱれるアメリカのこの時期の世界政策の特徴をなすと同時に，殊に恐慌期におけ 

るドイツの政治経済の諸過程に深刻な作用を及ぼすことになる，

このドーズ賠償体制を基軸として，1920年代後平には，次のような主要諸国問における資金循環 

の体系が形成された。すなわち， アメリ力からドイツへの民間資金の流入， ドイツの連合国への賠 

償債務の支払，連合国のアメリカに対する戦時债務の償遺という循環がそれである。

ドーズ賠償協定によれぱ， ドイツの賠償債務の送金に必要な外貧は輸出超過によって發得される ‘ 

善であったが，事ま上は， アメ U 力からの資金の流入によって調達された。1924〜29年の間， ドイ 

ツの商品貿易は，26年と29年の僅かな額の出超以外は年々多額の入超を記録し賠償送金による経 

常勘定の支払超過は，資本勘定の受取超過によって漸く相殺されていた。とりわけ注目されるのはr
ひ2)

1927年には資本勘定取引の約半額が短期資金移動によるものでったことでもる。

他方，イギリス , フランス，ベルギー，オランダ等の連合国は， ドイツからの賠償債務の受取額 

に見合って対米戦債を返済していた。 これらの諸国は，究極的な債権国アメリカと債務国ドイツと、 

の中間に位置して , いわぱ資仓の通過駅となっていたのである。 ところがアメリカ政府は, 20年代 

の末まで，前述のように戦と賠償との間に事実上存在する密接な関述を否認し，戦時贷付を同盟 

国に対する贈与とは見ずに商業ペースの債権と同一 視̂して，その取立てに固執し続けた。連合国は,

注 (10) Schmitt, Carl, „V6lkerrechtliche Formen des modcrnen Imperiali8mus*', in； Positionen und Begriffe tni Kampf 

m il Wdvmr-Gmf-VwsaiUes 1923-1939. Hamburg 1940, S . 162 sq. 特にその S . 164 およが S . 175 を参照された

(11) (1924〜31年の撒こ， ドイツは一力では約110 (g  R M を賠廣勘定に仏込んでおり，他方で約180億 R M を循々の 

形で外ISから借入れた。そのうち略半額はアメリカからの借入であった。そして，アメリカへの戦债支払はこの問約 

80億 RM に達している。J Moulton, Harold G. and Leo Pasvolsky, War Debt and Wo7'ld Prosperity, Washing

ton 1932, p, 300.
(12) 1927年の資本収弓\mti 34.8億 R M のうち短期資金は17.8億 R M であった。 Statistisches Handbuch von Deutsche 

land 1928、1944, hrsg, v. Landerrat des Ainerikanischen Besatzungsgobldts, Munchen 1949, S. 602~3,

- 2SU09)



そのため賠償問题について如何なるイニシアチイヴも取り得なかったぱかりでなく，その対独賠償
(13)

政策は硬直的たらざるを得なかったのである。 ’

かくて，1920年代の末には，賠債問題の処理は，如何なる意味においても， ドイツにとってもま

た連合国にとっても， アメリ力の同意なしには不可能となっていた。 「賠償問題についての決定の
(14)

、鍵がウ，オール街のモルガンの手中にあること」は， もはや誰の目にも明らかであった6 ,

アメリカが， この資金循環体系，従ってまた , ドーズ賠愤体制のうちに，金融投資の有利確契な 

機会の保証と，国内金融政策にとっての安全弁を見出していたことは明らかやある。 アメリカの側 

で低くドイツにおいて高いという金利格差は，アメリガ国内において過剰化していた貸付可能資金 

.を大量にドイツへ流入させる誘因となった。 また，連邦準備銀行は， 1924年中頃より28年夏まで一 

貫して低金利政策を採り続けて’きた力V それは， ドイツとの金利格差が縮小もしぐは解消して資金 

がヨーロツバより還流し , 金融市場統制が困難となることを避けるためであった。更には， ドイツ 

への資金の流入の停止は， ドイツの外貨危抜を招来し，賠償送金を困難にして賠償体制全体を崩壊 

に導く危険がある， と考えられたからである。 このことを端的に示しているのが , 1927年夏， ドイ 

ツのライヒ銀行が， こH 以前の時期の一速の公定步合引下げ措置から転じて引上げへと向った過種 

である。この政策転換に決定的な役割を演じたのは，賠償総務官バーカー • ギルバートとニュー，
(15)

ヨーク速銀総裁べンジヤミン . ストロングの上述の観点からするライじ銀行政策への介入であった。

勿論， ドイツが民間外資の流入によって得た外貨を賠償債務の送金に充てるという方法は，長期

偶に直って維持されるものではない。殊に信用恐慌発生の際には， この方法のもとでは，民間外資

は引げに必耍な外貨を得られなくなるという危険が伏在じていた。アメリ力政府は， この危险に
(16)

-気付いていたものの積極的にこれを除去しようとはせず，事実上， アメリカ金{資本の当面の利益

が優先せしめられたのである。 「実際ドイツは， 殆どニュー • ヨークの大企業のせ厲物となって，

アメリ力の景気の波動に完全に従属しており， このことがどれ程不吉なものであるかは，1929年秋
(17)

にアメリカの景気力湖壊し始めると共に明らかとなった。J 

他方， ドイツはこの資金循環体系にどのように対応したのであろう力、。その高を利と外資依存の 

原囚としては，インフレーションによる過去の貨幣資本蓄積の消減の他に，むしろ一層重要な原因

財政政策と賠償問題

注（13〉 Wandel,E., op. cil., S . 134 sq.

(14) Stclpor, Gustav, ,,A«s der Wocho", in; Der Deutsche Volkswirl, 3. J g . 1929, S. 4S3.

(15〉 1926尔 1 j j より27ザ. 1 パにかけて，ライヒ銀行は公定歩合を9 % より数次に]a って5 %まで引下げた。この時期の 

ニュー• ヨーク述銀の公イ i •は略一K して3 .5% でんった。この問にドイツでは外PI資金流人の度てtは落ち，

前ザニには流Uiが地大するに到った。 ライヒ銀行は，そのを数Hト;備率が法足の40%を割ることを防ぐためにi 6 月初6 

%へ 5Eに10JUこは7 %へと公走歩合を引上げた。ストP•ング等，の介入の経過については，Wandel, K , op. cit., S, 
97〜107を参照されたい，

(16) Ibid., S. 87-96.

(17) Bruek, W.F., Social and Ecommic History o f Germany from  William 11 to Hitler 1888-1938. A Compara
tive Study, New York 1962, p. 174.
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財政政策と賠fft問題

として，賠傅債務の調達のための税およびこれに類似の譜負担，公共部門の投資資金調達のための
(18)

信用需耍の魚激な増大等をあげることができるであろう。当時のライ t；銀行総栽シャハト力';,これ

らの諸傾向，就中》所謂不生産的な公共投資の膨服を激しく批判していたことは，周知のとおりで 
(19) ' ■

ある。 ..

4,央銀行政策の指導者としてのシャハトが最も懸念していたのは*外資が大量に流入し続けるこ

とによって， ライヒ銀行の金融市場統制が殆ど無効となってゆくことであっ’すこ。 1926年初頭以来の

公定歩合の漸次的引下げの措置，同年 9 月以後27年 2 月までの為替相場の操作による金保有の拡大

の措置は , 同年12月の海外発行誰券に関する資本収益树免除を停止する措置とあわせて， ドイツへ

の外資の流入を抑制するためのものであった。1927年夏，金および外貨準備の減少が息られ始めた

のと，前述の外部からの介入によって公定歩合は再び引上げられ,資本収益税の免税も復活された
(20)

が， これらの政策転換によって外資は再び大量にドイツに流入し始めた。 ライヒ銀行は， これに対

抗して再度，27年後半から翌年初にかけて，為替相場を平価に固定することをやめて金輸入点まで

上昇させ， これに応じて金保有を増加させる政策を採った。それは,むしろ古典的な金本位制観に

立脚した通貨政策で 'あった， と言ってよいであろう。

このような政策は , ドイツのみではなく，1926年と28年とに通貨の低位安定を卖現したフランス

のぼるところでもあった。金為替本位制を主体とした戦後の再建国際通貨体制のなかでこのような

政策が採られるようになったことは，当® , ポンドの地位への脅威を意味するものであった。ァメ

リカの資金がイギリスに流入していた限りにおいて， この傾向は顕; 匕しなかったとしても，あの

資金循環体系の内部には，旣にこの時点で，各国中央銀行政策の硬直性とその相互対立とが形成さ

れ始めていたのである。それは，1931年の信用恐慌において顕在化し，国際通貨体制を分断させて 
(2り

ゆく要因に他ならない。

し か し この傾向は当時未だ意識されていなかったし， シャハトの批判も犬勢を変えるには到ら 

なかった。 ドイツのま:配層は， シュトレ-■ゼマン外交に明らかなように， ァメリ力の政策を享ろ積 

極的に肯定しこれに適合しようとしていたのである。 ドーズ借款とこれに続くアメリ力の金融投資 

に依拠してドイツ経済の安定と復興を計り，力、くてまた， ヨーロッバの政治的安定を達成するとい 

う途がとられた。1925年のロカルノ条約は， このシュトレーゼマン外交の成果であると同時に，爾 

後のヨーロッパの政治を親定するものであった。 この場合， ドイツの側では，賠償政策について次 

のような期待と計算が働いていた。すなわち， ァメリ力とドイツを金融上解き難い程密接に紹合す 

ることによって， ァメリ力政府がその政策決定に当ってドイツの利益を考慮せざるを得ない状況を

注 (18) Stucken, Rudolf, DetUsch  ̂ Geld- und Kreditpolitik 1914 bie 1963, 3, Auf!., Tiibiiig'en 1064，S, 73〜も

(19) Schacht, Hjalmar, Da$ E!nde der Reparationen, Oldenburg i'O. 1931, S. 34 sq,

(20) ^^細は Flink, S., ()??• Chftp. X  を# 照されたぃ。

(21) ClaHce, Stephen V'<X Central Bank Cooperation: 1924-31, New York 1967, p . 141〜3‘

—— 25(111) ——



ト"仏' ' … …一'''一 ’......■ ，レ…、.-か-：'，マ，-'-… - 一   '
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創り出そうとしていたのでもる。究極的債権®たるアメリ力の決定を自らに有利にかちとろうとす 

るならば， ドイツのすべての対外政策は賠償債務の誠実な履行を前提とせざるを得ない。 これこそ

債権国の理解を得る唯一の道と考えられたのである。 これが，国内の左右雨派から激し.非難され
(2 2)

たく履行政策〉 に他ならない。

フーヴァー • モラトリウムは，その内容において賠償の廃止を規定したものではなかったにせよ， 

ァメリ力がそのをりにも密接な金融上の利害の結合の故にドイツの問題に無関心たり得なかったこ 

とを表明したものであった。シュトレーゼマン外交における期待と,計算はブリューニンク政権に受 

継がれて， ここにその成果を見出したのであった。 しかし，他面からすれぱ， 自国の命運にかかわ 

る決定を常に他の国に俟たねばならぬというこの事態は,国民の広沉な部分に不満を酸成して従属 

打破の欲求を噴出させる所以ともなったのである。

t

2. 聘債協定の改訂と財政

a) 1920年代後半の財政収支

1926年 9 月の独.仏外相によるトワリ会談に端を発するドイツ政府の賠償協定改訂の志向におい 

-て当初から明らかだったのは， ラインラシトからの占領軍の撤退，金融政策中枢の連合国権力によ 

る管理の撤廃など , 国家主権に関わるナシ3 ナルな要請であった。 この志向が1928年から翌29年初 

にかけて切迫したものとなっていったのは， ライヒ財政がホ字化して，財政を通ずる賠償負担の削 

減が緊急の課題となったことによる。猶，対外的には，協定の改訂に否定的であったァメリカ大統 

領クーリツジの任期が1928年秋の選挙によってまて実上終り，新政権によるイニシァティヴを期待し 

得る状況が到来したという事情もあった。

以下では， まずこの時期のライヒ財政収支の推移， 〈豊富な国； か ら く国庫危機〉へ の ! の  

過程を跡づけ，更に，項を改めて，賠償協定の改訂と財政政策との関速を考察するこ と と する。

ドーズ案の賠債債称支払に関する規定は，タぶ衡予算を前提し，予算の均衡には通貨の安定が不可 

欠であること， とこでいう均衡とは，単に行政経費が経常収入によゥてまかなわれていれぱよいと 

いうものではないととを明記していた。そして，ま;払計画としては， ライヒ予算からは，1928/29 

ザ-度以後を標準年度として年次金25億☆ マルクの举額を，過渡期たる26/27年度には 1 .1億金マル 

ク，27/28年度には 5 億金マルクを支狂^うことが定められていた。猶，標準年度以後には， ドイツ 

の福祉水準の如何に応じて支仏額を増加しうることを予告し，皿つ， こ次金ま払終了の時期，従っ 

て，賠総額は未決定のままとされたのである〉。

注 ゆ 〉 Stolpcr, G‘. ..Erfullungspolitik?", in： Der Deutsche Volkswirt, 6. J g . 1932, S. 511 eq.

(23) Krosigk. Lutz Schwerin von, ..Reichshaushalt und Reichsfinanzen," in： Prcbleme des deutsihen Wirtscka/ts‘ 

/cterts‘ Erstfebtes und Efreichtes, hrsg. v. Deutschem Institut fiir Bankwissenschaft und Bankweson. Berlin und 
Leipzig 1937. S. 457.
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財政政策と賠慣問題

しかし，20年代後半期めドイツの中央財政は， この規定通りに均衡を保ち得たのであろうか。答 

はをである。 しかし当時公表された -了'算統計は事態ををぐ11して伝えているので，差当り，事後的
(25) ■

に確定された収支統計に従って財政運営の突態を明らかにしておかねばならない。

周知のように，第一‘次Hi'界大戦の時期から1930年代に至る約20年間は，1871年の統一以来のドイ
(26)

ツの全公共支出の成長過程において，最も集中的！! つ大規模な転位現象の見られた時期であった。

当IBjの1924〜30年度のライヒ財政に限って見るならば，一般会計，特別会計の歳出純計は，約44億

R M から87億 R M へと倍増していることが明らかである。他方， この間の経常収入は，49億 R M か

ら72億 R M へと墙加したに止まっている。

要するに， この間，財政規模は著しい膨眼を示す一方，財政収支は， 1924年度を別として25年度

以後一*貫して歳出超過を記録していたのである。. この歳入不足は，当初，前年度剰余金の繰入れ，

24年.度-の貨齢鋳造収入を財源として形成されていた運転資金基金の取崩し，長期債の発行によって

補填されたが，28年度からは， これらの操作によっても猶補ナM し切れぬ程の歳入不足，すなわち歳

計欠損が計上されることとなる。 この補填は，短期債の発行と借換， さらにはライヒ保有資産の売

却による他はない。28年度以後， ライヒ財與はそれ程に '窮乏化の様相を濃くしていたのである。

従って， この時期のライヒ財政は， ドーズ案の規定する意味での均衡予算ではなかった。 ドーズ

案が賠償債務の調達方式として租税による購買力の強制的移転を予定していたのに対して，現美に
(27)

は, それは，貨幣錦造収入と公債の発行によって調達されていた， と見ることができるであろう。

しかもこの赤字規模は， 1925年庇以後年々増大していったのである。 この実態は， 1927 年頃まで
(28)

複雑なライヒ予算収支の形式によゥて糊塗され，事ま上赤字であるものが黑字とま示されさえしすこ。 

もしも大蔵省当局が意識してこの操作をおこない，名目上は均衡予算のもとで信用創出手段を行使 

し追加的な有効需要の供給をおこなって所得を派生させ，既存の民間購買力を削減することなし 

に賠償債務を調連しようとL ていたのであれば，それは, 財政政^が連合国権力による統制に服き 

しめられていた状況のもとでの，権力の狡智と■§■うべきかも知れない。

ライヒ財政の赤字化の内政的関連は， ここでは詳論すぺくもないが，そ の 因 は ， 192B年度よひ

28年度にかけての大幅な減税の !^ 施にあった。その最大のものは取引高税の減税であり， また，鉄

注（24) "Bericht des von der Reparationskommission eingesetzten ersten SachverstftndigenkoniUees vom a. April 

1924**, in: Dcknmmte der Deutschen Politik  und Geschickte vmi 1848 Ms zur GegerfWart, hrsg. v ‘ Hohlfeld C以 

下 Doktmenie と略記〕，Bd. I ll,  S . 134〜6， '
(25) "Die Haushaltsgebarung des Reiches seit 1924", bearbeitet in der Volkswirtschaftlichen und Statistischen 

Abteilung der Reichsbank, in: Deutsches Zentralarchiv Potsdam (D Z A ), Die DetUsclie Reich在bank, Bd. 33/296- 

314, B l ,281-2.(大 岛 『大恐慌初期におけるドイツのW政過程J r経済学年银J 谈應義盤経済学会, 12号, 300〜 1頁 

所収)
(26) Andie, Suphan and Jindfich Veverka, "The Growth of Government Expenditure in Germany since the Uni

fication**, in: FinunzarehiVt N.F., Bd. 23, Heft 2, S. 192,

(27) Liike, Rolf E., VW  der Stabilisierung zur Knse, Zurich 1958, S. 93, 96.

(28) Deutschland %nUf dent Dawesplan* Bericht des Generaluge îten vom 10‘ Juni 1927, Berlm 1927, S. 34〜5'

■-----  27 -----
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M

:道運賃の引下げであっ:労使関係の国家による仲戟制度に支えられて賞金支払が増太するなかで

企業の税鱼担を軽減 I；ようと計ったものである。 しかも他方では， ライヒ公務員の給与が大幅に引

上げられ，地方公共旧体もまたこれにならって，政府支出は一層膨服した。 ヴァイマル体制下で、の

大衆社会化状況の進行，集団の噴出とその利益の政治化が，議会過程を通じて予算政策を衝き動か

していたのである。そして， この議会に対して，前述のように予算収支の態は隠蔽されていたの
《29)

であり，財政の放漫化はこれによって一層促進されることとなった。

b) 賠償協定の改訂と財政政策

ライヒ予算書の複雑な形式のもとに隱蔽された財政の赤字化傾向を初めて姐上にのぼせたのは， 

赔償総務官ギルバートであった。 I 926年11月発表以後のその報告書において，彼がとの点について 

ライヒ財政政策を批判し，予算の公まされた諸計数を組直して財政収支の実態、を明ちかにしようと
(30) ■

しているのを見ることでがきる。 この場合，彼の主要な関心は， ドイツをして均衡予算を維持しつ

つ賠償債務を調達させることにあり，財政金融の連合国管理がかえってドイッにおける権力の統制

と責任を空洞化しているという認識に立っていた，’ と言•えよう。彼は1927年10月， ライヒ政府に覚
_  (31)

書を送って，その財政金融政策を批判し，更に，12月の報 f i 書において初めて，連合国権力の監督 

と送金保護規定との除去， ドィッ自らの責任による賠償債務の履行という構想を明らかにし 7̂ 。そ 

れは， ドーズ案から離れて，賠償総額の決定も含む協定の改訂に応ずる用意のあることの表明であ 

り，やがてヤング案として結実する内容に他ならない。 ライヒ財政収支状況の悪化は，協定改訂へ 

と踏切る契機をギルバートに与えたのである。

ライヒ政府の側でも , ギルバートの覚書に反論はしたものの，財政収支状況の悪化を否定し続け 

ることはもはや不可能であった。 1928律度予算の提菜に当って当時の蔵相ケーラーは， 同 年 1月， 

1924年度の剰余金は既に全額費消され，運転資金 i y 金の残高は僅少に過ぎず，貨幣鋳造収入はもは 

や期待すベくもないととを議会に告げねばならなかった。社会民生党（当時野党）のヒルファディン 

クの言葉をかりるならぱ， 「この遣産をめぐって誰も摩い合いなどしようもな状態であった。 

しかしこの時既にライヒ財政は，現行の負担を倍以上も上廻る I 2. 5億 R M の賠償年次金を予算よ

財政政策と賠償間題

a

注 ( 2 9 ) 猶 . 地力政府においても借入依存が増大した。就r|4, ホ町村旧体は公典投资需婴の横大に件い,その資金調達を借 

入によった。また，その一部は海外での起債に向い，ffi:接問接にドイツの外資依存の塌大に寄与した。 Stucken. R„ 
op. cit., S. 73 〜4.

(3,0) Luke, R.E., op. ciL, S. 80〜9 6 は， このギルバートの检討の跡を後B 発まされた信断可能な{(|政統計と比較して 

紹介している。ギルバートは斬 1 を’略IH確に把握していたと思われる。

(31) „Dcnkschrift des Reparationsagenten Parker Gilbert vom 20. Okt, 1927", in； Dokiimente, Bd. I l l ,  S . 178~9, 

その一節̂には次のように述べられている， n ji在までの励/0力;幼げられずに綺くならぱ，その結宋は， 深刻な経済の 

後 と 不 況 ，国の内外におけるドイツの信川の激しい動揺に到ることは，？̂?ど確；̂]!̂ である。」 しかし，ライヒ政府は， 

ギルバートの批判を不当と反論したナこめ，被はl 2>;jの報告において次の行勘に出たのである。

(32) Berichi des Generalagenten vom.10. Dez. 1927, Berlin 1927, S. 186—7,

(33) Akten der lieichskannlei W eirmrer Repitblik, Das Kabinett MUllef I I , hfsg', v. K.D. Erdniftnn und W . Momm

sen, Boppavd am Rhein 1970, B d ,1 ,S. L IV .

•— —  28(j?j?4)---
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り調達せねぱならない標準年庇の開始（1928年 9月）を目前に控えていた。事契，1928年度予算にお、 

いては，過去の蓄積は完全に使い果たされ , 一層多額の赤字を記録することになる。 ライヒ政府自 

体にとっても，財政上め理由から，賠償資担を削減すべく協定を改 tJすることが緊急の課題となっ 

たのである。 ■

赔償協定改訂の交渉は， 1929年 2 月 9 日よりパリにおいて, オーウ：n ン ，D ，ヤングを議長とす， 

る専門委員会によって始められた。 この委員会は6 月 7 日に報告 - (所謂ャング案）を提出， 8 日の 

各国政府代表による第1 回ハーグ会議でラインラント撤兵が7"R認され，翌年 1 月の第 2 回ハーグ会 

議でヤング案が成立， ドイツはこれを3 月13日批淮した。 との賠償協定改訂を渉の過殺と,財政危 

機が尖鋭化しつつあった1929年度の予算政策とは， どのように関速しあっていたのであろう力 

1929年 3 月19日， ライヒ政府は，財政経済政策上の当面の改案に関する覚書を作成して , バリ’ 

におけるドイツ側専門委員シャハトの手を通じてこれを享門委員会に提出した。その内容は，赤字 

財政からの離脱，就中，特別会計における借入依存の解消等，従来ギルバートによって批半IJされて 

きた財政運営方式の改善を約束すると同時に，当面は財産税，ビ--ル税の増徴，更に，近い将来に .
(34)

は失業保険財政0 改革，地方財政制度の改苹等を予定していることを明らかにしたものであった。.

この覚書は， もともと，専門委員会において報告作成の鍵を握り，健全財政生義に重きを置くアメ

リ力侧專門委員に対する説得の資料として， シャハトがライヒ政府に作成を耍諧したものであった 
. . .  ' (35)

新賠償協定がドイツに対して一層の健全財政を要求するであろうことは , 極めて明らかであった。

それにしても，事門委員会における遮☆ 国側の耍求は，賠償年次金額ではドイツ側の提案を大き

ぐ上廻り，後に見るように，送金保護規走の撤廃にしてもドイツに不利なことは明白であった。 ド

イツ側専門委員が4 ；U 7 日の覚書における自らの提案に固執すれぱ，バリでの交渉は破産すること

が明らかであった。 ドイツが妥協を強いられたのは，先ず信用危機の発生が予想されたからである ,,

改訂交渉においてドイツの屈服を余儀なくさせるという政治的励機から， フランス政府と中央銀行

当局の指示のもとに資杂の引揚げがおこなわれて， ドイツの金，外貨準備は激減し,法库準備卒を

割るかも知れぬ状態に直面し，また，ベルリン大銀行には大量の信用解約予告がおこなわれて信用，:.

恐慌の発生がおそれられるに到っこのである。更に， 29年 4 月から 6 月にかけて相つぐ [1庫危後の，

発生がヤング案への署名を余儀なぐしたのである。その経過の詳説を措くとすれば，要するに， ラ

イ ヒ 大 蔵 が ，国贿資☆ の不足を補職すべき信用を金融市ナ為通迪のため® 内では調達し得ず,アメ

リ力の銀行ディロン . リードに求めたのに対して，ディロン，リ— ドは，信用供与の条件として車

注(34) "Denlischrift iiber das flnanz-, staats- und wirtschaftspolitische Reformpvogramm. 19. Marz 1929", in: Ibid；， 

B d .1 ,Nr. 156, S, 496〜9.

(35) "Bericht dos Reichsbankpriisid^nten iiber die Parlser Sachvoi'standigehkonferen^.12. Marz 1929.’，in： Ibid" 

B d .1 ,N r.-152, S. 4 8 8 .しかし-その内密はシ ャ ハ トを満足させるものではなかったe この释過については， D k ： 

Enistehunff des Y<mngplan$, dargeslellt voin Hoichsarchiv 1931-1033, Boppard am Rholn 1970* S. 40〜1 も"参照.: 

されたい。
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'門委员会におけ;るャング案へのドイツ侧ギ門委員の署名を耍求したので^ 3；! 。

ドイツ政府がヤング案を受諾したのは，たしかにこれによって国家主権にかかわる要求がみたさ 

.れ， また，当面を干の資担鞋減が直込まれたからである。 しかしそれにしても，深刻化しつつあ 

った財政危機がバリでの交渉能力を弱め，妥協を不可避としたこと，その対外，就小，対米金融依 

存が， ドイツにとぅては当面の暫定協定でしかないャング築を受容れざるを得なくしたあ要な要因 

であることもまた，たしかで、ある。 、

さて，署名されたャング案は，批准される以前より既にライヒ財政を規制する枠組となづて，財 

政政策上の選択可能性を著しく狭く暇定する作用を果たした。 このことを明示しているのが， 1929 

年末の国庫危機をめぐるシャハトとライヒ政府との対立抗争であり，更にまた， 1930年度予算の編 

成 • 審譲における諸政党の対立とミュラ一大速立政権の崩壊である。以下，その耍点のみを摘記し
(37)

ておく。

年末国庫危機の対策に関してシャハトが政府に耍求したのは，ャング案の成立によってあらため 

て要請される均衡予算の実現であり， しかも赤字の補游を， ドーズ案からャング案への切換えに伴 

う年次金節約分によってではなく，増税によって実現することであった。 シャハトの後立てとなっ 

，ていたのは，かのデイロン，リードでもった。後者は， ライヒ大蔵省の信用供与の要請を拒否して ,
(38)

ミュラー政権と大蔵智がシャハトに「降伏J せざるを得ないように仕向けたのである。 これには更 

に， この起債がャソ グ案のもとで近い将来に予想される賠償債務の励産化を ff l難にすることを恐れ 

たフラツスの抗譲とギルバー卜の批判が加わった。事実， シャハトはその意志を貫徹することがで 

きた。

1930年度予算政策の決定もまた， この枠組の規制を受けざるを得なかった。折しもライヒ議会は , 

予算と並行してャング案を審議中であった。後に見るように， ャング案の議決に先立って財政健全 

イ匕のための立法措置を講ずべきだとする中央党のプリューニンクの所謂迪紹議決提案が出されたの 

.は， この過程においてであった。 3 月初旬，可及的速やかに財政措置をとるというライヒ大統領の 

.説得によってこの提 '凝が撤回され，ャング案が可決された後，予算政策上の最大の争点として失業 

‘保險財政の赤字解消策が残された。当時のライヒ ft[政赤字のあ因たる失保財政について，給付削減 

か保険料率の弓I上げかをめぐって人民党と社会民主觉（共に与-党)，資本家回体と労働組合の対立が 

激化し , 与党間での合意を達成し得ずに， 3 月27 日， ミュラ一大速立政権は遂に崩壊したのである。

失業保險財政の亦字増大は，恐 {̂ ：：の作/おが財政【111に現われ始めたことを意味している。この処'地 

ね当って借人依存に頼ることは ,,.新しい賠償協定のもとではもはや不可能であった。力、つ)て 「赤字

注 ( 3 6 ) 以上の奸過に'0 いてはめの文敝を参照されたい。Schacht. H., o-p. dt„ S. 90 &d.; Bruning, H., op. eit., S. 152； 

Entslehmg des Ymngplans, S, 299 sq；： W andel,E., op. cit., S- 255〜61;大岛，前海論文，312〜20K。

( 3 7 )以下に述べる取iliのI#細については，大鳥* 前掲,論文, 335；̂ 以下を参照されたい。

(38) Stolper, G.. ..Kapilulation", in： Der Deutsche Volkswirl, 4. Jg.1930, S. 435..
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財政政策j：賠廣PpI題•
(39)

の限度一杯までJ 拡大されてきた財政は， ヤング案カ诚立し恐慌期に入ると共に，均'海と緊縮に転 

ずることになる。議会に多数派与党を持つものとしてはヴァイマル朋最後のミュラー政権は， この 

転換における負担の配分に破れたのであった。

3 . ヤング案の成立—— 中間総括

本稿の前半を終って後半に移るに当り， ここで， ヤング築をめぐる事態の主要な関述を概括して
(40)

おくこととしたい。

前述のドイツ侧の改訂要求にアメリ力政府が事実上応じたことについては,金融資本が改訂への 

共働を政府に促したことが重要である。 アメリカの金融資本は， 1928〜 9 年の当時も猶， ドイツを 

過剰資金の有利な投資対象と看做しており，その金融的利益の安全を確保するために賠償問題の最 

終解決を必要としたのである。他方， フランスにおいては，1929年 8 月に予定される対米敝債協足 

の批准に先立って賠償問題を最終的に確定しようとする意 !21が支配的であった。アメリカ政府が , 

ドイツの賠償支払が中止された場合にも猶， フランスの対米戦債の支払停止を認めていなかったこ 

とから， フランス政府は，賠償債務と対米戦債との間の金額と支払方法の連結を明確に規定しよう 

としていたのである。 ' .

この間，連合国とドイツの双方と密接な接触を保ってこれらを交渉0 座に就かせたのは,賠彼総 

務宜ギルバートであ 'もた。彼は，前述のように， ドイク力':賠償債務の調達に当って;衡予算をとっ 

ていないことを厳しく批判していたが，更に，賠償の送金に必耍な外貨を商品貿易余剰によってre 

はなしに外資流入によってドイツが得ていることに強い危惧の念を抱いていた。取得された外貨は 

專ら賠償送金に充てられるから，信用恐慌が発生した時には，外資の本国への還流はもはや不可能 

となっているであろうことを，ギルバートは恐れていたのである。彼を協定改訂へと向わせた理由 

はこの点にあった， と見てよいであろう。

改訂交渉と新協定の成立とにおいて決定的な役割を果たしたのは，ヤング等のアメリ，力人專門委 

さであった。バリでの専門委員会の協議が， 4 月17日のドイツ側:#門委員による新協定案の覚書の 

提出と ';f .ランスのこれに対する反撃とによって危殆に激したとき， ヤングとト ‘- マス.ラモント 

(ホルガン商会所属）とは，フランスに対して戦债協定の批淮未了という事実を引合いに出して態度:の 

緩和を迫り，交渉を破線から救ったのである。また，協定改訂のひとつの焦点でお0 た賠債債務の 

動ま化 • 商業化は，有力な銀行またるラモントの専門委員としての活動と，その货後にあるアメリ 

力金融資本の協力なしには英現不可能であった。賠償債務の動産化とは，国際決済銀行の要求があ

法 (39) 1926ゴp 2 / j ,当11、̂̂のライヒ蔵ネtlペータ"'^，ラインホルトの議会ヤのな’谱さより，VeデhamHiingm des IMchslags, 231 

Sitaung, Stenographische Berichie, S .マ976.

(4 0 / 以下の叙述については，特に注記するものを別として，Wandel,E., op. cil., Kap. V III und I X に’ねうとニろが 

大きい。

一— 一 31{117〉——



った時ドイツは賠償公債を発行するという規定を指すものであったが，それは,これによって速合 

国政府に代って各国の金融資本が対独債権者となり，従ってまた,今後の政治交こよる協定改訂 

の可能性を消減させるものとして，殊にアランスが朔く要求したものであった。 この賠償公債の5 f 

受発行は，規模が大であることから， ニュー.ヨークの資本市場の協力なしには考えられないもの 

でもった。

成立したヤング案は， アメリカや速合国からは賠償問題の最終解決と看做されたとしても， ドイ

ツにとっては，当面の暫定協定以上のものではあり得なかった。たしかに，賠償支払総額や完了年

次は確定したし当面はドーズ案の場合に比較して年次金負担額も削減された。 ライヒ銀行や郵便,

鉄道の連合国管理は廃止され， ラインラントからの早期撤兵も認められて，国家主.権に関わる要求

は卖現された。 しかし， こうした成果と引換えに , ドイツは， ドーズ案にあった送金保護規定を失

ったのである。 もっとも，交渉に入る以前から，連合国側にこの規定を廃止する意図があることは

明らかであったから，正確には， ドイツは,’この規定を断念する代りに一 層 大幅な年次☆魚担の削

減を得ようとして， これに失敗したというべきであろう。

ドーズ案における送金保護規定は， ドイツ通貨の対外価値の安定を脅かすと見られる場合には，

直ちに外貨による速合■ への送金を全面的に停止することとし， この停止には特に予め湖限を定め

ず， しかも， この停止の判断は，直 接 は 賠 廣 委 会 ，間接的には連合® 政府によって指名された送 .
{4り

金委員会の責任においておこなうこととしたものであゥた。 これに対して，ヤング案においては， 

ドイツ政府は，賠償債務を外貨で新設の国際決済銀行に払込むこととなり，条件付年次金(賠償年次 

金のうち約7億R M の無条件年次金を超える部分) について2 年を限度とした支払猶予制度が設けられ 

たみそして，支払猶予の必要の判断はドイツ政府に委ねられ，90日間の予告をもって発励されるこ 

ととなった。 しかし外資依存度の高いドイツの信用構造のもとでは,この予告がドイツの金およ 

び外貨の粘渴を対外的に宣言するに等しいととから , 直ちに信用の国外流出 , 更には,信用恐慌が 

招来されるものと想走され， この規矩の実効の糖は疑問视されざるを得なかった。

最後に，ヤング案の予定した賠償債務の債権国別分布と，対米敏債と賠償の関速とについてその 

概耍を明らかにしておかねぱならない。先ず， ドイツが支払う無条件年次金総額226. 4 億 :R M の81 

ネフランスが，变取る。 この部分は，戦債と賠償債務の純計額におけるプランスの純受取分に略等 

しい。条件付年次金は大体そのまま対米瞧債の支払に充てちれるからである。洋次金に無条件部分 

と条件付部分の区別のある1965/66年度までのドイツの支払年次金総額は769億 R M だが， このう 

ち速合 f flの純受収額は262億 R M  ,(34% ) であり,他の部分 507億 R M  (6 6 % )は連合国の対米戦餅 

の支仏に充てられる。1966/67年度以後は，無条件勾-:次金は消減して条件付年次金のみとなり，結 

局，1930/31年庇より87/88年度までの全期問について見れぱ， ドイツの支狂、う1,107億 R M のう

財政政策と賠償間題

(41) Ibid., S‘ 113 sq.

—— 32(118)
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財政政策と賠償間題

ち， 連合国の純受取額は262億 R M  (23. 6 % ) ,述合国の対米戦廣の支払に充てられる分が845慮 

R M  (7 6 .4 % )である。従って，賠償債務と対米戦債の全循環における最大の債権国は,ドイツめ支 

仏の 4 分 3 余を受取るアメリカ合衆国であり， フランス（約17% )がこれに続くととに//!I。

耍するに， ドイツは， この新協定によって， 自らの資任で通貨価値を維持しつつ赔廣債務を履行 

すべき立場に置かれ，当面の若千の魚担軽減にも拘らず，財政金融政策の運営は一層緊縮的たらざ 

るを得ないこ，とが確実でもった。1929年には， ドイツの商品賀易は若干の出超を記録したものの , 

資本勘定は依然受取超過であり，流入するアメリカの資金への依存に変化はなかゥ (ナこ。他方， アメ 

リ力は，ヤング案実現の過程において， ドーズ案の場合と同様, 主導的な役割を果たした。新しい 

要素は , ヤング案の報告の特別覚書において,軟債と賠償とが不可分の関係とあることが確認され 

たことである。 アメリカ政府は，公式には依然としてこの関係の存在を否認し，専門委員会がとれ 

に言•及したことに抗譲したけれども，それにしても， この関係はここや漸く公認されたのである。 

このことは， ドイツがヤング案を暫定協定と看做してあらためて最終解決を志向するに際して，交 

渉の相手は結局アメリカであることを明示するものであった。

政治的たると商業的たるとを問わず , 債 権 ，債務関係によってドイツを支配し，賠償間題の最終 

解決の鍵を握りているのは，ヤング案成立以後においてもアメリカでちった。しかも特徴的なこと 

に， アメリカ政府は，ヤング案の成立と実行に公式には「欠席」 したままであった。ハーグ会議に 

出席しなかったのみでなく，賠償債務の管理に当る国際決清娘行にも連邦準備制度の代表を参加せ 

しめず，かの不干渉主義を標榜し綺けていたのである。他方では,商業債務よりも政治債務に一層 

大なる利富を持つフランスが， 1926年以後の通貨安定を基盤として国際金融市場における支配力を 

強めつつちり， ヨーロッパの国際政治において従来にまさる発言力を持ち始めていたのである。

m プリューニンク財政と賠償問題

' - *
• .

!

1 . プリューニンクの政策構想

a ) プリューニンク財政の発端 '

r この内閣は，一般の見解に従ってライヒにとって死活とされる諸課題を最も短時日の間に解決す 

るという目的をもって形成された。……ヤング案をめぐる長期間の交渉の結振未だ猶完了していな

法 (42) Ibid., S. 266 ~ 7 ； Ftnanzen uiid Stmiern im  In - und Ausland. E in  statistisches Handbiich, bearbeitet im 

Statistischen Reichsamt, Berlin 1930, S. 258 sq.

(43) 1930年末のドイツの対外债找残高258億 R M のうち，短簡债は150億 RM (内アメリカ44爐 R M ,オランダ27億 

R M ,イギリス26億 R M ,スイス23億 R M ,フランス8 億R M ,その他〉，長期債は108億 RM (内アメリカ56億RM, 

オランダ19ほ R M ,ス イ ス と イ ギ リ ス 各 プ ラ ン ス 5億 R M )であ>ゥた。びnfe"mtc,w，n p »  des Bmkwesms 

1933, II. Teil, Siatistiken, Berlin 1934, S. 462-3,

(44) Schmitt, a ,  op. cit., S. 175.
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い財政，経済上の諸措置は，直ちに樊行されなけれぱならない。財政および国庫の状態の健全化， 

困難な財政事:情のもとにもる州および地方への援助は緊急を要する。財政および国 1̂|状態を急速に 

跌序あるものとすることなしには，，経済の鱼担の差迫って必要な軽減の保誰や失業のぽ和はあり‘得
(45)

ない」。

1930年 4 月 1 日，組閣直後に議会でおこなわれたこの政府声明は，財政の健全化を緊急第一の課 

題としで提示したのであり，少なくとも同年夏までの政策は，特に明示的に賠償問題と結びつけら 

れることなしに， この線に沿って展開されることになる。当面未成立であった1930年度予算は， 4 

月中句，議会審議を通じて成立を見た。 しかし間もなく明らかとなる年度内収入欠損に対勉する 

ための措置は， 7 月物旬までの譲会において合意に達し得ず， ライヒ政府は，所得税付加税等の増 

:税をホ心とした財政措置を， 7 月16日，憲法48条の規定に基づき大統領令として公布した。 これに 

対して議会は，同じく憲法の規定によってこれを採決に付して杏決し，解散された。そして， 7 月 

:26日に，16日付のものと略同様の措置が大統領令によって施行された。

プリューニンク政権の財政健全化政策においては，手段P 選択に当って，政党問め妥協の達成と 

か大衆の支持をつなぎとめるといった考慮は殆ど払われなかゥたし予算の均衡達成それ自体が目
(46)

標とされていた。政策論としては，有効需耍水準に対する抑圧的作用の認識を欠くものであったこ 

とは勿論として，考慮されていたのは，主として経済活動の費用，価格の水準や構造への作用であ 

った。いずれにせよ， プリュ- •ニンクをして予算の均衡にそれ程高い優先順位を与えさせたのは， 

当面はヤング案成立以後の事態についての半Ij断，後には賠償問鐘の最終解決のための対外政策上の 

判断であった

賠償問題との関連においてプリューニンクの財政観が形成されてくる過程については，次のよう 

な脈絡を見ることができるであろう。彼がライヒ财政問題に関与するよ.うになるのは， 1927年， ヒ 

ルファデインクと共に，財政政策を長期的視野において検 討 す る 超 党 派 組 織 を し て 以 来 の こと 

であるが，一層積極的には， 1929年度予算の譲会審議の過程においてであった。同予算の均衡化措 

置に関する与党間の財政専門家による協議に中央党より彼が参加し,時の蔵相ヒルフプディンクを
(49)

たすけて合意の達成をはかった。 この協譲において，政府の増税提案を縫和するために支出の削減 

が決定され， この合意に甚づいて予算は成立を見た。それは， ヴァイマル共和制成立以来初めての，

注(45〉 Frankfurter Zettung, Nr. 247 vom 2. April 1930.

(46) Helbich, Wolfgang J., Die Reparaiionen in  der A ra  Brilning, Zwr liedeutang des Youngplans fn r  . deutsche 
Politik 1930 bis 1932, Berlin 1962, S. 32. '

(47) Sanmann, Horst, „Daten und Alternativen der deutschen Wirtschafts^ urtd Finanzpolitik in der Ara Bril- 

ning", in： Hamburaer Jahrbuch f i ir  Wirlsehafts- und GesellschaftspoUtik,10. Jahr, Tubingen 1965, S. 113 sq. 

前掲?!-:(46)の問題点と合せて，これらはプリユーユンク財政の対内的関速として，折を'あらためて論ずべき問,ぜiであ 

り，ことでは立入らない，

(48) BrUning, H„ op. cit., S. 116.
(49) m . ,  S. 140.
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財政政策と賠憤問題

戴会による予算案の減額 I^ IEであった。

他方，略同じ時期に進行中だったパリ交渉については， プリューニンクは否定的な見解をとって

いた。第一に，交渉の時期の選択についての批判があった。外資の流入が順調で公定歩合を1 % 引

下げること（29年 1月）ができる程安定していたこの時期に， ラインラント撤兵の早湖実現を急ぐの
(51)

余りに交渉の席に着くことは， ドイツの賠償負担能力を高く評価されることになると彼は見ていた。 

この判断は，後に彼が，恐慌によって経済と政治の危機が深化するなかでこそドイツは賠償交渉を
(52)

有利に展開することができると考えたのと， まさに軌を一にするものであったと言えよう。第二に,
' (53)

ヤソ グ案の内容に関しては，送金保護規定の廃止にプリューユンクは重大な危惧の念を抱いていた。 

信用恐慌を誘発することなしに支払猶予制度を発動させることが如何に困難であるかは，後に彼が 

身をもって経験せざるを得なかったところであタ。

いずれにせよ，ヤング案が成立した以上，財政面から通貨不安を酸成せしめぬ措置，すなわち， ， 

予算における均衡の達成と国肩 !状況の改-善こそ，緊急の課題とされたのである。1930年春に中央党 

がおこなったヤング案と財政措置との連結議決提案は，同党にとっては党内妥協の産物であったに 

せよ，党指導者だるプリューニンクの以上の如き状況理解に負うものであったことは，明らかでち 

る。 ライヒ首相に就任した後のブリューニンクが , その政権の第-^の課題として財政の健全化を揭 

げた場合にも，同じ状況理解に基づいていたと見ることができるであろう。

それにしヤも , 9 月のライヒ議会選挙以前のプリューュンク政権には，それ以後の時期における 

ように，賠償問題の最終解決を政治課題の中心に据えてすべての政策運営をこの観点か^律すると 

いった緊迫した様相は見られない。 この様相の変化は，直面する恐慌の及ぶべき広さや深さについ 

ての認識の変化に負うものであったと思われる。1930年の前半-には，他の諸国でも，政治指導者達 

は比較的楽観的にぎ態を見通していた。プリューニンクの場脅，楽観的だったとは言えないまでも , 

恐慌の深刻さが明確な輪郭をもって把握され，その認識に立って政策が構想されるようになるのは , 

との年の夏以後であったと言って誤りではないでもろう。

b) 賠償問題の最終解決

1930年 9 月14日のライヒ譲会議員選举は，従来になく高い投票卒を記録し吏に,左右両廣の反 

ヴァイマル政党の目覚しい進出をもたらした。就中，国民社会主義ドイツ ’労働者党は，従来の I2議

.注 (50) „Finanzieller IJbefblick iiber den Haushalt 1930", in; Verhandlungen des Reichstags, 4. Wahlperiode 1928, 

Bd. 441, Drucksache, I^r. 1993, g. 2.

(51) Briining, H., op. cit., S. 138.

( 5 2 ) 後述参照。猶，この点は，プリューュンクの信任の厚かゥた当時の大蔵次む、ンス* シ:t ツフデ，- の强調するとも 

ろでももる。’Kaltefieiter, Werner, Wirtschafl u îd PoHtik in Deutschland. Konjmiktur als Bestimmungsfaktor 

des Parteiensystenis, Koln und Opladen 1966, S. 8 6所収のシエツプr  —の書简を参照されたい。 .

(53) BrUning, H., op. cit., S. 138.
( 5 4 ) この提案の経過の評細については, 大岛，前觸命文，357H以下およひ’367；! (所収の注(162), Bruning, H.. op. eit„ 

S. 1 5 0 -6 を参照されたい，

一 3 5 ( i 2 i )  —
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• 財政政策と賠償問題

廣からー举に107議席を確保するに到ゥた。 この結果の別り面は , 当然，中間政党の著しい後退で 

あった。選举のこのような結果が原因となって , ドィツの諷券市場は約10% の相場の低落を記録し 

また，選挙の 3 日後からは，急激な金および外貨の流出が起った。 フランス系の資金の弓I® げとド 

ィツ?^本の流出を主体としたものであった。 との政治的衝撃の作用は，10月後半に終思したけれど 

も，そ0 後経済恐慌の作用は寧ろ強まり，失業者は増大しラィヒ，州，市町村の財政難はー備深 

刻となった。 ，

との9 月選挙直後の時期に， プリューニンクは対外的関連において事態をどのように見， また,. 

政策を桃想していたのであろう力、。10月 6 日のヒツトラーとの会談や12月頃のヒルフアディンクや 

ラィヒ銀行総栽ハンス ♦ ルターとの会話に関するプリューニンク白身の記録のなかから， これを再
(55)

構成してみることとしたい。

, プリューニンクによれば， この恐慌は4 〜 5 年の長如に直って持続するものと思われた。従って 

回復は早くて1932年 , 本格的には35年頃となるでもろう。そして， この恐慌の過挥において特に深 

刻な事態として発生を予見されていたのが，信用恐慌であった。その原因は,第一次大戦後の再建 

金本位制が金為替本位制となったことにある。戦後の国際的な信用拡張の過程において，大陸諸国 

の中央銀行が発券準備に金為替をも加えるに到ったことは，結果的には，一国において信用の流出■ 

は容易にパニツクを発生させ，かつ又，それは戦前に比べて逸かに急速に他国へと波及せざるを得 

ないであちう。 ドーズ借款によって初めて通貨安定を達成し，その後も外資，就中，外国短期資金 

に依存して経済活動を営んできたドィツは， この危険に取分けさらされている。 ヤング案の採択に 

伴う送金保護規定の撤廃と賠償債務の動産化は， この危険を一層路めるものと考えられたので 

る。 ‘

この危険が現実のものとなるならば，賠償協定を含む国際的な債権 . 債務関係に拘束されてい；6 

ドィツは，債権国に対する政治的屈服を強いられるぐ とになるであろう。 このような事態ゆ必ずや 

回避しなければならず， まさにそのために，賠償の廃棄は軍縮問題と並んでラィヒ政府の対外政策 

の第一の課題たらざるを得ない。

とはいえ， ヤング案を採択して僅か半年にしてドィツが赔償問题を提起するのは，外交上極めて 

困難である。賠徽問題の提起に先立って，差当り次の二つの政策がとられ#ねばならない。第一に， 

年末に予想される国贿の支ゼN旧難を觉服することであるが，その資金を® 内で調達する.ことは不可 

能であり， これを外国の信用によつ て調達しなければならない。 1928〜29年の過程を顧みるならは ;̂

注 ( 5 5 )以下の叙述は， 主として Ibid., S .192 sq., 221,226〜 8 による。 猶， ビットラーとの会談は，ぶ  1傘後の各党首と 

の一 速の個別会談の-^環としておこなわれたものである。プリューュンクはここで，対外政策上の偶想と同時に.右 

派述な政権の樹* ,  3まI]復古に到るめ政改ホの偶想をもJKfifjして， ヒットラーの協力を求めている。この会談につい 

ては, Treviranua, Gottfried Reinht>W, びs Ende von Weimar* Heinrich Bruning nnd seine ZdU Diisseldorf ♦ 
W km 1968, S .161s q ,にも簡ijiな 記述がる。
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財政政策と賠償問題

国傅状況の改善を含む財政の健全化は，次に述べる対外支払における外資依存の克服と並んで，賠 

償問題に関するドイツの交渉能力を高めるために逸することを得ぬ前提である。第二に，外資に依 

存ずることなしに対外支払をなしうるように， ドイツの対外経済関係を変えて.ゆかねばならない。 

換言'すれば，貿易収支の赤字を資本収支のM 字によって相殺するという従来の国際収支の構造の変 ' 

更である。当面は輸入，就中，農産物輸入の削減によって貿易収支のホ宇を解消し，将来の方向と 

してはァウタルキーの実現を目指す。猶，財政の健全化は，恐慌下の企業救済を外国信用によらず 

にすませるという意味では，対外経済関係の変更にとっても不可欠である。

それでは , 賠償問題はどのように提起さるべきであろう力、。単なる部分解決ではなしに最終解決 

すなわち廃棄を要求して，ァリカにとそ向けられねぱならない。？&慌の激化による危機状況の進 

行は，ナツィスの勢力の拡大，政府批判の過激化すらも， この交渉にとって有利であり,利用すベ 

きものであった。ァメリ力が結局最後の交渉相手となるのは，20年代初頭以来賠償問題と戦債問題 

め不可分性が明らかでもり， この両面における究極的な債権国たるァメリカの同意なしには，賠償 

'の廃棄は不可能だからである。 このような観辟からすれぱ，当面, 欧州諸®の対米結束を達成しな 

，ければならない。他面，赔償問題におけるプーヴァー政権の譲歩をかちとるためには，その見返り 

として， フーヴァーが軍縮問題の成果を国内に誇示しうるようにドイツは行動しなけれは:ならない 

であろう。

かくて賠償問越の最終解決が達成されたとき , そして，外国信用によって20億 R M の為替平衡基 

金を設定しえたときに， ドイツは通貨を20%切下げる。それは，1923年におけるマルクの過高水準 

での安定の弊害を除去するために他ならない。信用拡張政策は,.この段階において初めて採り得る 

のであり，その時点以前には， ドイツは一見して計画性のないデフレ政策を追求することとなるで 

.もろう。 - ,

「回顧録」の叙述から， 我々は略以上のようなプリューニンクの状況認識と政策構想'とを読みと 

ることができる。 ヒツトラーとの会談參については第三者による詳細な記録が欠けているために , 

「回顔録J の叙述が事後的な修正や粉飾からどれ程自由であるかは定かではない。 この点の判断は 

ひとまず措く他はない。 ，

差当り我々は， この叙述のなかから， プリューニンク力て， 1920年代の国際的な通貨信用体制，就 

，ホ， ドイツの外資依存の信用構造に深い危惧の念を抱いていたことを見出す。 これに加えて更に， 

送金保護親定の，撤廃後の事態についての危機意識が被にはあった， これらの状況認識が，彼をして 

賠償の除去を恐慌対策における第一^の課題とさせたと見ることができよう。

しかし， この課題奨現のための政策め特定化は，状況によって規定される。2)1：実，全債務国の対 

米結束の如きは，後に見るように，不可能なことが直ちに明らかとなる。ァメリカとの金融的結合 

，に立脚してフーヴァーの介入を引出すことに成功したとしても， ァメリカ政府の対独政策の他の一
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財政政策と賠廣間題

である不干渉主義に変りはないから，賠償問題の解決には一層の llil折が不可避であった。また，. 

プリュ " ニンクにおいて賠慣の除去と不可分に結びついていた国際金融市場におけるドイッの対•外- 

信用維持の志向は， 国際通貨信用体制が分断され国家主義的後向が強まってゆく状況のもとでは， 

国内政策め選択に著しい限定を加えることになる。

更に， プリューニンク自身の政策論がどのよ ' うに現実の政策に具体イ匕しヤゆくかは，政権内部， 

一層広饥には政策当局全般における彼のリ一ダーシップの如何に依存している。当時の内閣官房長-
(56) 、

官ヘルマン.ピュンダーのいうプリューニンク政権の三頭政治 —— プリューニンクとへルマン，チ

イ ト リ ッ ヒ （副首相. 蔵相）’ とアダム • シュチタガーヴァルト（運輸労働相）—— は，1932年初联以 -

後， 次第に分解の様相を示し始めたし，財政金融政策の運営上枢要の地位にあったライヒ銀行総欺

ルターとプリューニックとの関係は，1931年の信用恐慌以来明らかに亀裂を生じていた。 これらの

諸要因は， プリューニンク政権における政策の決定と執行に重要な作用を及ぼさざるを得なかった。,

以下では，主としてこのような関心から，1930年夏以後32年前半までの財政過© に注自して，赔

償問題の果たした役割を明らかにしてゆくこととする。

2 . 財政過程Iこおける赔償問題

1930年夏以後のプリューニンク政権の財政政策の展開は，赔償問題との開速からすれば， 193111̂  

6 月20日のフーヴァ一大統領によるモラトリクム宣言の前後で二分して見ることができよう。第一 

の局面においては， まず，30年12月の第一 次̂大統倾令公プ口までの，賠償問顯の提起に備えて財政上 

の条件を整備する過程があり，更にまた，1931年卷にかけての，対外交渉への摸索の過程がある。 

後者においては，主としてアメリカとイギリスへの接近が試みられ，そのひとつの結渠として，31. 

年 6 月初に英独首脳会談が実現する。 これと同時に，国内では第二次大統領令が公布された。その• 

前後より信用の流出が激化するなかで，摸索の他のひとつの結果として， 6 月20日， フーヴァー大 

統領のモラトリウム宣言•が出された。 しかし，信用恐慌は一層激化して , 遂に 7 月13日より3 日間,. 

ドイツの全金融機関の窓口閉鎖において頂点に達した。

この時期以後の第二の局面は， 7 月下句のロンドン会議とこれに進づく  8 月のウイギン委 I I 会か 

ら，12月の国際決済銀行の特別諮問委員を々，更に， 1932ギ 6 月のローザンヌ会謙へと賠償問題の国： 

際協議が進められる時期である。 この問，1931イ 9 月20日には，イギリスが金本位制から離脱して

注（56) Piihdcr, Hermann, Politik in  der Rdchskanzhi. Aufzeichnungen aits den Jahren- 1929-1932, hrsg.v. Thilo 

Vogelsang, Stuttgart 1961, S. 98- 

(57) Bruning. H., op. cit., S. 299〜3 0 0 .プリューニンクによれぱ，信 慌 の 過 に お け る ル タ ー は ，，い銀総紋としで 

は無能にして無策であった，と言われる。プリューニンクは，4,銀指導者としては寧ろシ: ハトを高く評施してぃた。 

また，193H}こ9 月以後には，為督货a i政策や利子率切下げ政策につぃて，プリュ~ ニンクは®々ルターの抵抗に遭遇 

してぃる， JWrf., S. 349, 413〜4 を参照されたぃ。但 し ル タ ー |てイ；̂は，プリ-t•一ニンクとの政策志向の同一*挫と典 

働関係の在を強調している。Luthur, Hftiifl, Vor deni Abgrmd 1930-1933. Reiclisbankprdsident in  Krkmzeiten, 
Berlin (1964), S ,1 3 1 ~ 3 を參照されたい。
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平価を切下げた。 これに対して， ドイツでは, 為替管理政策が強化されると同時に，民間債務の支 

^̂ 停̂止協定が綺結され，地方財政対策を主とした第三次大統領令が10月に公布されたあと，更に , 

12月には，賃 金 ，物 価 • 利子率等の10%切下げ措置を中心とした第四次大統領令が公布された。

これらのニ局面r ついて ,，以下では考察を進める。猶，1932年初頭以後の国内における労働振與 

政策形成と償問題との関速については，項をあらためて本稿の終享で考察するとととしたい。

a ) フーヴァー宣言•まで

1930年 7 月の大統領令による財政措置にも拘らず , その公布後僅か2 力月しか経たない9 月中ぱ 

過ぎ，同年度予算は更に巨額の赤字（年末までに5.8億 RM, 31年 1 〜3月について2.5億R M )を見込:
(58)

まざるを得ないことが明らかとなった。 9 月23日，政府は， この赤字補填のために必要な5 億 RM. 

の調達を， ffl内での借入が不可能なため国外にこれを求めて， アメリカの銀行リー•ヒギンソンと 

の交渉に入ることを決めた。約20日間に直る交淡の末，10月12日， リー * ヒギンソンを中心とする. 

国際後行シンジケートとライヒ政府との間に1.25億ドルの借入協定が成立した。いうまでもなく, 

これが前記のプリューュングの政策構想における外国信用による国® 危機回避の措置に相当する。 

そして， この起債を最後に，外国よりの信用調達は当面不可能と予想され，事:実この起債が,内外 

を間わず長期僮の発行としてはヴァイ々ル期の財政において最後のものとなった。

しかし， この借款交渉が当時の財政過程において持った意味は， これに尽きない。財政の健全化 

は, プリューニシクの選択であると同時に， ァメリカ金融資本の要求でもあったことを，それは明 

示していためである。 この交渉において， リー • ヒギンソンは， 信用供与の条件として次のとと 

を耍求した。第一に， ヤング案の遵守，第二に，ギルバートの要求にどのように応えるかを明らか 

にすること，第三に , 債翁の償遺について議会で立法措置をとること，以上である。 こめギルバー 

トの耍求とは， ライヒ政府の理解によれば，1927年に引上げられた分に相当する公務員絵与の全面 

的若しくぱ部分的引下げ , 失業保險財政がライヒ財政の負担とならないような手段をとること， ラ 

イヒ，州お 'よび地方® 体の全予算制度の明確化と統合，吏に,州および地方財政に対するライヒの 

監督の強化といった諸項目に直るものでった。 9 月選拳後間もない時期で信用の流出が激しく続 

くなかで猶，借款交渉が成立し得たのは， プリューニンクがリー . ヒギンソンに対して， この要求 

実現の完全な保証を与えたことによる。カぺてまた， プリューニンクは, リー.ヒギンソンの条件 

を後盾にして , 自らの財政健全化政策を諸政党ゃ譜集面に対して貫き , 第一次以-ドの大統領令にお
(59)

いてこれを突現していったので发) る。

ところで， プリューニンクがその政策構想のなかで述ぺていた輸入抑制措置としては，農産物に 

関する大幅な輸入関税の引上げと，特定商品に関する輸入規制とをあげることができる。前者につ

注 ( 5 8 ) 193啤 9 月23日の国庫状況に閲する政府部め協議の記録による。Bimdesarchiv(BA), R43I/2366, K627958-6L 
( 5 9 ) 以上の経過については，1930^}il0月 2 日のピュンダーのメモ，および，とれに付厲するr贸間i H j と r回答j によ 

る* BA, 11431/2366, K627975〜83.
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財政政策と賠償問題

. いては, ミュラー政権当時より農業利益集0 たる緑色戦線のぼ力によって漸次引上げ措置がとられ 

ていたが， 10月には小麦について，12月には飼料用大爱についてH i の引上げが決定されている。 

後者の輸入規制措置としては，12月に;油脂原料を指定 :したのを嘴矢として，次第に各種の食料品お 

よび原材料へと拡大されていった。 これらは， H 内農業の崩壊を阻止して農業巢 (31の利益要求を充 

足すると同時に，、従来の国際収支構造を恋えて輸出超過によって値償支払を可能とすることを自指 

した描置として， プリューニンクが位置づけていたものであ(る 

更に， 12月 1 日に公ホされた第一次の「経^^および財政の保全のための大統領令」は，当而の予 

算均衡化のための措置を規定すると同時に，先ゆき 2 年間の財政運営に関するラィヒ議会の政府へ 

の授権を取.りつけて，財政の最終的安定のための概則法を確立しようとしたものであっ (6す;̂。 この大 

統領☆ の公布は，第二次や第四次のそれのように賠償交淡上のスチップと同時設定されていた訳で 

はないが， これによゥて， プリューニンク力' ; , 近い将来における対外賠償交渉を控えて，その前提 

条件を確立しようとしていたことは明らかである。 この意味で示唆的なのは,プリュ ー ニンク力;， 

この大統領令をもって，前述のギルバートの要求に代表される r世界の世論」へのドイツの応答と
(62)

看做していたことである。

それでは，賠償問題提起のための対外接近はどのようになっていたのであろうか。 リー.ヒギン 

ツンとの交渉が続けられている問は， このための摸索が全く政府部内での予備的なものに終らざる
(63)

を得なかったのは当然としても，借激交渉成立後も， ライヒ政府は，賠償問題提起のための契機を 

.見出し得ないままであった。 プリューニンクがヒットラーに語った欧州諸国による対米共同戦線の 

.結成という構想については，戦債と賠償-の分離に固執するァメリ力のこれに対する拒否反応が予想 

されるところから，在米大使館は既に全く否定的な報告を送ってきてレ(ナムヤング案の支払猶予規 

定に盛づいて支停止の予告をす る 場合には，直ちに外資が引揚げられ信用危機が発生する で あろ 

うととは，英 ，米•仏詰国の反応やその言都からの情報によって明ら力、であっ(6)^ムプリュ "ニンク

注 (60) Bruning, H., op. ciL, S. 203.

(61) Ibid., S. 2 1 3 .具体的には， この大統f iT H m ,当而の措瞪として1930年度におけそ公務員給与の削減，支出の最高 

限度設定などの撒S と，193碑度予览の均衡化のための主要な政策，1932^^度以後に|3{ける予備的な措ほまできみ， 

対象も，ライヒ財政のみでなく，地方財政にまで及ぶものであった。 ^

(62) 193(Kplli130日の議において，バイェルン人民党所屈の郵政相ゲォルク. .シェッッェルが，税制統一措ほをこの 

' 大統f ■冷に念めることにバイルンの地力的利害から反対の意をま明したのに対して，プリューニンクは次のように

反論した。 I 'ドイッの税制の領域における現行の諸閲係を浪本から改ホすべしとする意見が，今やill:界の世論として， 

賠伯：総'務窗ギルバートの報告を板抛に形成されている。そうであ■る以上，ライヒ政府はこの法fit (税制統一法)を断 

念することはできないと思う。（9>ilに発ましたライヒ政府の）財政経济プランはこの法fitを- : していたのであひ， 

ギルバートのg鞭求を世界の注目するなかで考撒に入れないとすれぱ，最も間超となっている外国に対して，このプ 

ランの信川政策上の(3標は毒鄉力を持ち得ないであろうBA, R43I/1447, D785382-3.

《6 3 ) .193(坪 10月 4 日の脚雑则觸を参照されたい。BA, R43I/1446, D785029, 785033, 785063,

(64〉 驻米大キープの外孜次宜ビュロー宛の193妳 9JJ30I：!付IU怖，および，これに添付された外務潜刻の報告を参照 

されたい。BA, R431/2367, K628097~117.

<65) Benett, Edward W „ Germany and the Dlflomacy o f the F im m ia l Crisis 1931, Cambridge 1962, p . 24 sq.
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にとっては年末まで， ライヒ政府一般にとっては幾年初めまで、,この摸紫は何の成果も見出し得な

かったのであ•る。 ,

他方， ァメリカでは，10月のシャハトの講演旅行を契機に,ドイッにおける信用への不安が増大

しつつあった。賠償問題の提起がこの不安を加乗しX 短資の流出を招くことは明らかであった。 こ

のような状況に直面して, プリューニンクは，先の政第構想に比べて一層具体的な/政策の選択に迫

られることになる。それは，賠償の廃棄という13標は変、りないとしても，当面，賠償債務を履行し

て民問外資の支払停止を求めるのか , それとも，賠償の支払を停止して民 lil債務を維持するのか，

のいずれか.であった。 プリューニンクが実際に選んだのは後者である。民間対外債務の支仏停止は

ドイッの対外信用を崩壊させ, 現に輸出超過となっ.ていない以上，すべての対外支払が不可能とな

る。将来のことで言えぱ , 賠償除去以後の経済復興のために外資を必耍とする。そのためにも， ド'

イッの对外信用は国際金融市場において確保しておかねぱならない。 プリューニンクが前者をとら
(66)

なかった所以は,これらの点にあった
(67)

それにしても，賠償債務の停止は債権国の侧から提案されねばならない。ま払猶予規定の発動は ,

赔償の除去を直ちに意味するものではないしこの規定の利用も含めてドイッ側からの発譲が直ち

に信用危機を招来することは，30年秋の経過から既に明らかであった。 ドイッ経済の外国短期資金

への依存と， この短期資金の国際的流動とは， プリューニンクVことって，ヤング案の詰規定以上に
(68)

深刻且つ破局的なもれと考えられていた。

このような判断に立って， プリューニンクが局® 打開の手がかりを求めたのは，先ずもってァメ

リ力であった。1930年12月1 9日の駐独大使フレデリック，サケットとの極秘裡の会談において， プ

リューニソ クは，主耍諸国の首脳会談の開催を提案したのである。ァメリ力側がこの提案に肯定的

に対応して進展があるかに見えながら， 1931年 1 月末，偶然の事情からこれが一旦頓挫した後， プ

リューニンクはサケットを通 じて更にフーヴァ一の介入を求め続け， これによって後のプーヴァー
(70)

宣言への遣が備えられていったのである。 この対米接近の試みには，更にまた，ルターそれが加  

わる。ルターは， 1 月初めにサ，ケット i 会談し , 2 月末には長文の書簡を送って， .ドイッの対外償 

務の現状を指摘し，その履行は商品賀愿会剩によってではなく外資の不断の流入によってのみ可能 

であったこと，一旦信用恐慌が起れぱ対外債務の履行は困難となること， このような信用機構の危 

機的状態は賠償体制力、;存続する限り解決できないことを強調している。 この書簡における短期債の

注（66) Bruning, H., op. cit., S. 231~2. .

(67) Ibid., S. 224-5.
(68) Ibid., S. 227.
(69) I lM .、S. 222~ 4 ； Link, Werner, Die anierikanische StabilisierungspoHtik in  Deutscfdand 1921-32, Dusseldorf 

1970, S. 495〜6 .および Amn, 33) を参照されたい。

(70) Brtining', H., op. cit., S. 230〜1 ; Link, W., op. cit., S. 496 sq,
(?り 1931年 2 月27日付のルターよりサケット鲍のHI龍 BA, IM31/659所収。.猶，この書他に{ « }しては，そのために作 

成された1 月12日付の資料と，これと》綱時起草されたと思われる草稿とがある。DZA, Die Deutsche Reichsbank, 
Bd. 33/252.
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長期债への借換というルターの提案は実現しなかったけれども，書簡そのものはワシントシに回付
(72)

されて， アメリカ政府当局の危キ幾意識を深める契機となったのである。 ’

この問， プリューニンクは， イギリスへの接近をも試みようとして外務省幹部の反対に遭い， 2 

月初旬，当® は全く私的なルートを通じて英独首脳会談の打診を始めた。イギリス政府は結局これ 

に応じて， 3 月14日， ドイツのi •相と外相を招待する意向のあることを公式に表明した。 この英独 

会談は， 6 月 5 〜 8 日に開泄された。：プリューニンクは， この会談に合せて第二次大統領令を公ホ 

し財政緊縮措置を対外交渉の手段たらしめようとしたのである。

3 月 6 日， プリューニンクは，政府首脳会譲においX ,. «■賠償政策上の決定的な一歩を踏出すJ 

時点に合せて，従来以上にきびしい予算均衡化のための措置を含む第二次大統領令を公布する意図 

を表明している。彼は， この会譲の直前に英独会談の実現が確卖であることを知らされていたと見
(75)

られることから， ここにいう r、決定的な一歩」がこの会談を指すものと見て誤りではない。当時議 

会で審議中であった1931年度予算案では赤字の発生が必至であることは， この時点で既に明確であ 

づたが， プリューニンクは意図的にその対策を当初予算から切離し，当初予算:の議会審譲による成 

立を図ると同時に，別鶴に第二次大統領合の準備を進めたのである。

第二次大統領令は，約10億 R M の赤字補填のために，人件費中心の支出削減，賞企税•申を所得 

税への追加税の賦課，砂 糖 税 • 関税の増税を規定し，更に， ライヒ予算財源による失業保険財政赤 

字補填の打切り，州および市町村における公務員給与の削減をも指示したもので0 た。

6 月 5 日，英独会談開始の日， この大統領と共に発表された政府声明は， 「国民の'乏の限界
(76)

に到達したことJ と 「賠償負担の過重」なることを明言■しすこものであった。蔵相ディ一トリツヒは，
,」 (77)

この声明をライヒ政府の「宣戦布告」 と呼んだが，正にそれは主要償権園に対して強烈な政治的衝 

擊を与えた。 5 月初甸のオーストリーの最大の銀行クレディツトアンシュタルトの破産以来ドイツ 

にも波及し始めていた信用の流出は， これによって一層激化した。金および外貨保有高は激減してレ 

ライヒ銀行力；40%の法定準備率を維持できなくなるのは， もはや時間の問題と思われた。英独会談

注 (72) Benett, E.W., op. cit., p. 38〜9.

.(73) Briining, H., op. dt., S. 226 s q .外热省粋部は，寧ろオーストリ一その他のIK南欧諸国との外交関係をffl裸してい 

た。独塊関税同盟をは，このような観点から，プリューニンクの[MJ知しなV、問に外務次官ビュローによゥて進められ 

.，ていた0 Ibid., S. 263 sq.

(74) 1931̂ 1̂  3 月 6 日のライヒ状況に閲する協議におけるプリューニンクの発言。BA. R43I/2368. K628328.

(75) Bruning, H., op. c it" S.230.従って，前記?:)ガ4 )の彼の発言を， Link, W.. op. cit., S. 4 9 7 のようにフレヴァー 

の介入との阅述で見るのには疑問がある。

(76) ..Aufruf der Reichsregierung' voin 5. Juni 1931**, in: Dokummte, Bd. Ill, S. 385.

(77) 1931<f|ろ 6 ガ 3 W の眺義での発言。BA, R43I/1450, DTO6767.

( 7 8 ) ライヒ銀行の金ゲよぴ外货fiiおfSおよ， 5 ；)30 ロには28億4700万R M であゥたものが， 6 月15Hには19憶47007JRM. 

23n には15糖?800方 R M へと減少しその問☆ 数^(<嘯率は59. 9% より40. 4%へと低下した。猶，1930が 9 H の 流  

IMにおいては，外旧資金としてはフランス系のそれを主体としたものであったが，今回の信川流出は,フランス系に 

限らず多数の旧の資金について觅られた。 StatMische Abteilung der Ileichabank, "Zur deutschen Kreditkrise'^ 

S . 12, in ニ DA, Nachlali Hans T/uther, Nr, 359.
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(79)

が直接何 らの成果も生み得なかったあとにこの状況に直面したプリューニンクは，全く為す術もな.

く，本庚上危機の深化を放任した。 プリューュンク自身， このような事態の発生を予期してはいた 
(80) (8 り

もめの，実際無為に過したのは，銀行界が政治の介入を強く招否していたからである。 しかも， と-

の問の信用の流出には， ドイツ系資金がかなりの規模で加わっていたのである。

カぺて， 6 月19日， ライヒ銀行は信用引綺政策の採用を決定し政府部内め賠償問題協議におい

ては，週 明 け （22日）には賠償の支仏停止を宣言•せざるを得ないこと， その際， 無条件年次金につ '
(83)

いても送金iめ保証はもはや不可能であることを対外的に明らかにすることが確認ざれた。 フ ヴ ア  

- 宣言が発表されたのは，その翌日， 6 月20日であった。

世界の主耍債権国に対するすべて<6政治 債 務 （対米戦債と賠償債務）の支払を？月 1 H 以降 1 年間: 

停止することを提案したこの宣H は， ドイツは勿論として殆どの国々の政府の直ちに受容れるとこ 

ろとなったが， フランス政府のみは，受諾を 7 月 6 日まで遅逝させた。 これによっで，宣言め线果 

は減殺され，信用不安は依然として解消されなかった。また， ドイツの信用恐慌は， ドイツの信用 

機構自体にも原因を持っていたから，寧ろ一層激化して , 遂に 7 月13日の金融機関の閉鎮にまで到 

らざるを得なかった。

それにしても， この宣言は, ナメリカ政府がドイッ経済の危機に無関心す'あり得ないことをま明

したものであった。そして，不況によって既に打撃を受けていたアメリ力国内の金融体制を防衛し，

世界的想摸での経済，信用恐慌の展開を阻止し，あわせて，中欧における共産主義の拡大の危睡に
(84)

対勉しようとするものであった， とまえよう。

その基礎 4̂：1は，アメリカのill:界政策上の意図があった。 プメリカにつぐ世界第二の备保有国とし 

て信用供与能力のあるフランスによって，あるいは，アメリ力が参加していない®際決済後行によ 

って， ドイツの救済がおこなわれるならば，それは,アメリカめヨーロッパにおける主導権の喪失 

を意味する。更に， この宣言の奨機は， アメリ力の金融的刹益が危機にさらされているという認識 

にあった。 ド‘イツが自ら賠償債務の支仏停止を耍請したジ，連合国対米戦債について同様の行動 

に出るならば , これらの諸国の信用機構は危殆に瀬して， アメリカの資金の安全は確保し得ない。

財政政策と賠償問題  ‘

注 (79 )’ その詳細については，次の文献を参照されたい, . ..Summary of the Discussion with the German Ministers at 

'Chequers* on Sunday, June 7,1931", in: Documents on British Foreign, Policy 1919-1939'〔以下 British Do

cuments と略記〕， Second Series, V o l . I I , 1931, p. 71 sq.; Bruning, H., op. cit., S. 278 sq.

(80) 193l4]i 4 月上句，ブリューニンクは，外相と蔵相とライI :銀行檢毅に対して， 6 月までにプニみア一火統mが賠{R 

問题にイュシアチイヴをとらない時に起り得べき公然たる危機に準備しておくことを要請している4 nid., S. 230〜 L
(81) Born, Karl Erich, Die deutsche Bankenkrise 1931. Finamen und Politik, Munchen 1967, S. 86.

( 8 2 ) ライヒ銀行統Hi局によれは'， 6 J11 Elより7 月10日までに同行がベルy ン6 大銀行にうち却したH 德3800万R M の外 

货のうち約5億 R M は， ドイツ資本の国外逃避のために川いられた，と推定されている，これ以外の金融機閲fcよる 

分を含めれは’，その航は更に{|̂ !大する符でお) ゥた》 "Zur deutsch6!! K>editkrise",'S.18〜9 .猶，r資本および;^をと逃 

避を禁ずる大統如令施行力めプ Iはれたのは，1931キ: 7 ガ21日である。

(83) Briining, H., op. eit., S. 290〜1 ; Luther, H., op. cit, S. llO.
(84) Link, W., Oi)‘ c仏, S. 501-^2 による。

A3 (1 2 9 )  —



財政政策と賠償問題

プリューニンクが，HI際金融市場における対外信用の維持を傻先させたことと， このアメリカの 

制斬とは軌を一にしており，その意味で，両国の政府は利111を共通にし得た。 シュトレーゼマン以

来のドイツ外交は， ここにその成果の一端を見山したのである。 しかし，それは賠償問题の最終解
. (85)

決というには程遠く， プリ1 一ユンクの観点からすれぱ，却って不利なものでさえあった。力、くて，

賠償處棄のための志向は，次の局面においても更に続けられることになる。

b) 賠償問題の終焉に向って 

最初に， この時期の対外交渉の過程を見てみよう。

ァメリカ政府は， フーヴァー宣言において在欧金融資産の確保に強い関心を示したとはいえ，同 

時に， ョ- • ロッパ内の国際政治に介入する意志のないことを確認していたのであり，賠償問題解決 

への契機を提供した訳ではなかった。宣言発効後のフーヴァ一政権は， 7 月20〜 3 日のロン'ドン会

議の主題をドイツの経済，信用状態の検討に服徒するというフランスの主張に同調したのである ,

賠傳問題を譲題としヴ :nルサイュ体制そのものを検討し直そうとしたのは , イギリスのみであゾを ,

フランス政府と中央銀行は， 7 月10日から21日の間 ,， ドイツに对して， 5 乃至10億ドルの信用供 

与■の用意のあることを申入れて，その7了*:諾を求めたが， これには重要な政治的条件が付帯していた， 

すなわち，独填関税同盟案の放棄， フーヴァー • モラトリウムの期間の経過後もヤソグ案を堅持す

ること， ドイツの東部国境線変更の意図を捨てること，などであり， プリューニンク政権の容易に
(87)

受諾しうるところではなかった。

プリューニンク政権は， この提案を受容れることを避けて， 7 月1 5日，為替管理政策の採用をも

って当面の事熊に対処しようとしたのでもる。 プーヴァー政権は， 7 月29日，サヶットを通じてド
(88》

イツ政府に対して， 「来るべき2 〜 3 週間は自助に徹すべきこと」 を強く夢請した。明らかにそれ

は， フランスの政治耍求を伴った信用援助を拒西して問もなく開催予定のウイギン委員会による局 

面打開を俟つことを求めたものであった。 フラ ンスの主導権のもとでのヨーロッバの安定を避けよ 

うとする意园がその背後にはをった， と見てよいであろう。 しかしァメリ力政府の態度はそれ以 

上に出るものではなく，賠償問題に関するその介入は，いずれにせよ， フーヴァー宣言の議会によ 

る批准の完了するぶ|ニ末以前には期待し得ない状態であった。

既に見たように，国際的な通貨信用体制の動向の鍵を握る主要諸国の中央銀行政策は，1920年代 

末明から次盤に硬直化し，戦後の金本位制建において覓られた国際協調は既に影を潜めていた， 

しかも； フランスについて顕箸なように，中央後行の政策は政府の政策と明確に一体化し始めてい

注(85) Bruning, H., op. cな.，S, 291,

(86) Foreign Relations o f the United States 1931, Vol. I, p, 256 sq. -

(87) „Fi-anzo9ischor Kreditplan fur Deutschland ひ7‘ 7.193り"，in： Eu-ropa-DoMntenU I I ,  Reparationen m d  

Kviegssckulden, Berlin 1932, S. 2 0 -1； Liike, R.B„ op. cU., S‘ 316 sq.； Clarke, S.V.O., op. ciU P‘ 195-6.

(88) 1931ギ 7;J2&ロ付のピュンダーのメモによる。BA, R43I/2370, K628953~5. ‘
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財政政策と賠償問題

た。ライヒ銀行が国際的に殆ど孤立無援の状態に置かれ， ドイツの信用恐慌が深刻なものとなった

所以の一半は，このような国際協調の欠如にあったことは明らかである。国際協調が不可能なとき，

残された道は〈ナショナル〉な解決のみである。イングランド銀行総裁モ ン タ" ギュ♦ ノ ー マ ン は ，

ロンドン会議において， ト‘イツ代表に対して，民間債権者との間での対外債務の支払停止協52の缔

結，場合によっては，対外支払を一*切停止して金本位制から離脱することを勧告したが，それは，

イギリスに信用恐慌が波及した時にまらとらざるを得ぬ道を予見したものだったと言えよ(^)。いず

れにせよ， ドイツもまた，爾後の過程において，その個有条件に規制されつ つ く ナショナル〉な

解決の道を歩むことになるa

ロンドン会譲は，それ自体は成東なしに終ったが,'その要請に基 づ い て ， 国際決済銀行は， ドイ

ツの信用状態と民間債務の支私停止問題検討のための唐門委員会を設置することとなったb 所謂ウ

ィギン委員会がそれである。 8 月18日に発表されたその報告は， ドイツの支払困難が世界恐慌の克

眼なしには解決し得ぬものであること， ドイツの対外負債は賠償負担と密接に関連したものである

こと， ドイツ経済の動向はョ ー ロ ッ パ経済にとって決定的な重耍性を持っていることを認め, r必
(91)

要な措置をとるのに時を失うことのないことJ を関係各国政府に要請した。プリューニンク政権は,

賠償間題の解決にとって有利な布石を漸くここに見出したのである。

ウィギン委員会報告が注目される所以は，賠償債務と民間債務について後者の維持と優位を確認

した点にある。信用恐慌のさなかに雨種の債務を共に履行することは不可能であり，対外信用を維

持するためには，政治債務は停止しても民間債務は履行するという選択は，既に兄たように，1930

年末頃からプリューニンクが志向してきたものであり，フーヴァー宣言も基本的には同じ考え方か

ら出たものと見ることができる。ウィギン委員会がこれを確認したことは,プリューニンク政権を
(92)

して，これ以後，内外にこの政策を公的に標榜することを可能としたのである。

しかし，信用機構の動揺が依然止まない限り，民間債務を維持しドイツの対外信用を確保するた 

めには, ノーマンが勧告したように，民間当事者間で支仏停止協定を綠結することが緊急を必要で 

もった。7 月末以来種々の形態でおこなわれてきた支払停止交渉は，8 月14日よりバゼルでウィ, 

ギン委貝会と平行して，総括的な協議に入った。債権国とドイツの銀行界代表r よるこの協議で得 

られた協定案は，期限を半年に限ちれ，対象と:̂ギる債権も在独短期資金総額の半分以下であった。 

ドイツ代表が明らかに不利と知りつつこのま仏停止協定に署名せざるを得なかったのは,プリュ一

注 ( 8 9 ) ライヒ银行への国際的援助としては， 6 月24日，英 . 米 . 仏各国の巾央銀行と国際決资銀行より1億ドルの?*J割引 

is 用力;供与され，その後数次に直ってその繰延べが認められたに止まる。その経過の詳細は，Clarke. S.V.O.. ap. c it , 

p . 189 s q .を参照されたい。

(90) Liike, R.E., op: eiL, S. 319.

( 9 1 ) , , Report of tho Committee appointed on the Recommendation of the London Conference^ 1931", in: British 
Documents  ̂ Second Series, V o l . I I , 1931, p. 485 sq'

( 9 2 ) その事例については，Hdbich, W.J., oj»- ciL, S‘ 7 1 を# されたい。

-(93) ' Harris, C.R'S,, Germany*  ̂ Foreign Imkbtednm, London 1935, p . 19.

—— 45(131) ■ ~ •

'ル"rrmimiすm*"… デけャ中料ひぜ請满ぐモ詩幕等縛を̂^̂ :、*"だなま-粒沈械なき‘ぐ》̂



財政政策と賠償:問題

ンクの指示に基づくものであった。 この支払停止協定案にドイツ代表が署名するととを， ウイギ

ン委員会報告への連合国侧爱員の署名の前提条件とされて， プリューニンクが,.支払停止協定の不
， （94》

利を甘受してでもウィギンg 員会報告による賠償政策上の成果を収めることを選択したからである。

この支払停止協定のドイツにとっての不備が国内政策を規制する作用を果たしたことは，後に見る 

とおりである。

ところで, ウィギン委員会が勘告した政府間協譲の開他に到るまでには，猶， 1931年12月 8 〜 23 

日の国際決済銀行特別諮問委員会の聞催という迁回を経なければならなかった。 ウィギン委員会以

後 , 賠償問題の最終解決のための ffl際的な討譲の場を求めるプリューニンク政権に対して， アメリ
(95)

力とフランスの政府は , 国際決済銀行特別諮問委員会の召集という案を対置したのである。 スラン

スの首相ピエール.ラヴアルがこの案を生張したのは， この委員会がヤング案に規定されたもので 

あり , 従って， この委* 会による賠償問題検討の飾囲は， ヤ，ング案I I体の存否には及び得な、害だ 

からであった。‘ アメリ力政府は， この方法をとることによって，賠償問題の発議をヨーロツバの関 

係諸国に委ねて， 白らその解決の提唱者となるのを避けることができたのである。かくて， プリュ 

一ニンク政権の努力は， フランス政府をして賠償の存続を断念させ，特別諮問委員会の報告を賠償 

除去の目的に有利なものとすることに集中される。後に見るように , 第四次大統領合は,この努力 

の国内政策上の所産であった。
(96)

この委員会の討議は，来るべき政府間協議を恰かも先取りしたかの如くであった。その結果，所

f冒ベネドクーチ：n報告によって， フーヴァー宣言による支仏停止期間の経過後もドイツは賠償支払

を再開し得る状態にないことが確認された。そして， すべての政治債務 (従って対米戦債も含む）の
《97)

問題を現在の混乱L た状況に適応させるために政府間協議を開催することが耍請された。 この国際

会議は，当初は1932年 1 月末に開他される予定であったが , 更に延期されて，漸く 6 月16日,各国 

.政府代表がローザシヌに会L て , 3 -週間の協議によってここに賠償問題の事実上の終止符が打たれ 

た。 この会議において結局アメリカとフランスの協調が成立ったのは，それぞれの思惑においてで

はあれ，Vぜ(慌後のヨーロッパのぼ建におけるま導権の確保を志向した点で両国政府が一政したから 
(98)

に他ならない。他方， この会議が1 月から6 月へと延期された時， プリューユンクが，時償問題の
(99)

全面的解決にはそれをぜろ有利と考えたのは，その政策13標に照らして首尾一貫したものであった

とはいえ，その成果をかちえたのは彼ではなく，後継首相バーペンであった。宿命的と言われる所

注 (94) Luther. H., op. c it, S. 204 s q .この暑名のあと， 催々のtf{権者との交渉がホ_>ゥて，雄一次の払停止協定が成立 

したのは， D/117日である。

(95) Foreign Relations o f the United Stated 1931, Vol. I. p. 333〜4,

(96) Helbich, W ，J" op, ciL, S. 86〜7, ,

(97〉 „Bencducc-Bericht (23.12.1931)**, In: Surojxt-Dokumente,11,S, 65 sq.

(98) Link, W., op, cii,, S. 525 bq.

(99) Briining, H „ op. ciL* S, 500

j
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財政政策と賠償問題

以である。

.それでは， このような対外交渉の過程に， どのような国内政策が対応していたのであろうか。

この時期におけ、るプリューニンク政権の恐慌対策としては， I 2月 8 日に公布された第四次大統領

♦ がある。それは，従来の大統領令にもまして徹底的で包括的な措置として，同政権のデフレ政策

の頂点をなすものであった。その概要は，賃 金 • 物 価 • 利子率等の10%切下げを規定しま すこ、 こ

の時期までに発生した約も5.億 R M の赤字を， 1 0 % を超える割合での公務員給与の削減，所得税の

納期め繰上げ等-の他，従来より最後の手段として意図的に留保されてきた取引高税の税率の引上げ 
(100)

(0.85%より2%へ）によって補填しようとしたものであった。

プリューュンクの記録によれば,この r来るべき決定的措置J の準備が始められたのは， 8 月下

甸， ウイギン委員会報告発表直後のことでちる。当面の検討の中心は，利子卒弓I下げの問題にあっ

た。その後間もなく，イギリスの金本位制離脱と平価切下げ（9月20日）に直面して，ドイツはこれ

への対応策を問われることになる。 プリューニンク政権は，直ちに平価ま雄持の態度を表明したが，
‘ (102)

一層包括的な措置の必耍なことは明らかであった。結局のところ，為替管理政策と第四次大統領令

の譜政策とは，多数の国々がイギリスに追随して保護主義に転ずるととの予期される国際経済の新

たな局面に对処するためと，来るべき賠償交渉におけるドイツの交渉能力を高めるためとの，二つ

の fJ的をもって実施されたのであった。就中* 利子率の切下げは , プリューニンクによれぱ,経済

の全面的崩壊を招来 ' ^ ることなしにデプレ政策を完了させる最後の手段であると同時に , 今猶 2 、

3 年の支4^猶予をもってすれぱ賠償体制を維持そ、き、ると夢見ているフランスに対して， ドイツの現

状と政策の傲底性を明示するためのものでもちった。

この大統領令は， I 2月初旬のバーゼルにおける特別諮問委員会の開催と同時に公布することとさ

れた。そして， もともと， この委員会の開催自体が， スーヴダーが次の行動をとりうると期待され 
. (104)

る時期に合せて設定されていた。第二次大統領♦が英独会談と同時に設定されたのと全く同じ時期

設定の型を， ここに見出すことができる。更に，政策の骨子は事実上確定されたうえで，，10月下甸

注 ( 1 0 0 )第二次大統領令の☆ 案においては，取高税の増税は，企業のゆパI魚担を大させ経济を過 IK-に抑圧するものとし 

て考慮の外に置力、れた。馆四次大統領令の立案では，その横税をめぐって赞西兩論が激しく岡かわされた。 1931年 

5 月20日の政府首脳会謙の記録， BA, R43I/2369, K628498〜9 , および, 12月 6 日の閣諷叢事錄BA. R43I/1453, 
D788927-36 による，

(101) Brtining, H., op, at., S. 3 7 1 . '

(102) 9 月24i^の閣議では，プリル一ュンクは，ポ態を猶筋観すべきことを主張しており，10月 2 日のfHj議において，平 

価維持の力針を確認して，本文で以下に述ぺる観点ら包括的な政策を奨行することを主張している。BA, R43I/U 
52, D788089,および，Bん R43I/1453, 788363〜5 による。猶，プリューニンクのjW■政経济政策における対外経济錢 

帝力維持の志向を指摘したものとしては，次の文献を参照されたい。Fischer, Wolfram, Beuiscke WirtschafUpoUtik 
1918-1946, 3. Aufl., Opladen 1968, S. 44-6.

(103) 1931̂ f|U0月28「：|の経済IH脳養W会における発言o BA, R43I/2375. K630125-6.抓 との利子傘弓I下げ政策にはル 

タ…が強い抵抗を示し，決走を著しく W難にした，と言われる。BrUning, H., ftp. Cな. . S. 419.

ひ04) BA. U43I/1453. D788365.

— 4 7 (J33 ) —
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の記億が未だ強く残っており，20%切下げた水準で通貨価値を維持することは不可能であること，
(109)

更に，マルクをポンドにリンクすることは，対仏関係上政治的に不可能であること，等であった。

戦後の研究においては， プリューユンクのこの時期の政策について，為替管理制度の導入後は ,

通貨の対外価値維持のために国内でデフレ政策をとる必耍はなかった普だとする批判が一般的であ
(110)

る。 この批判は，それ自体正当に見えるけれども，当時の状況からすれば無理がある， と思われる。

プリューニンク自身は , 為替管理制度を一時的なものと看做していた。彼によれば,賠償債務を廃

棄して敬復の基礎を国外信用によって築き得たあとには，為替管理制度から脱却し関税障壁を他
(111)

国と共に一斉に切下げることとなる害でちった。また，.たとえ彼がこのくナ シ ョ ナ ル 〉 な解決の意

味と可能性を認識し得たとしても，当時の制度には多くの欠陥があり， 7 月15日に導入されて以後, 

数次に直って制限强化のための改正を必要とした。かてて加えて，前述の民間債務の支払停止協定

の不備があった。 このため， 1931年夏以後も，金および外貸の流出が続き， ライヒ截4行の発券舉備
( 112) '

率は， 9 月中句を除いて低落の一途を迪り続けていた。プリューニンク政権の政策選択は， このよ

注 (105) BA, R43I/1453, D788366.

(106) 1931印: 8 月 3 日の，條済界代表その他を加えたIH1議での発S '。BA. R43I/1451, 787251〜2.
(107) BrUning, H., op. cit., S. 377, 395. ^

(108) Bruning, H,, „W ie Hitler die Macht eroberte", in: Heinrich Bruning. Reden und Aufsdtze, S. 232.

( 1 0 9 )最初のニ点は10月 2 \\<D,最後の点は9 月24Hの圓議議事録による。BA, R43I/1453, D788363, R43I/1452, D788 

096.猶，ルタ一と親交のもったバーゼルの教授ェドガ一 ，ザリレンは，10月 3 〜 4 旧に，ルタ一に対してマルクのギ 

価切下げを説得したが、，從労に終った。Salin, Edgar, „Zur Einfuhrung", in: Luther, H., op. c it , S. 23.

(110) .Ltike, R.E., op. c i t‘, S, 344—5； Born, K,B„ Op. cit., S. 123; Sannlann, II., op. c i t ,  S . 108 sq.

(111) Briinij^g, H., Memoiren 1918-1934, S, 545,

( 1 1 2 )部一次支払停止協定の有効期たる193碑 9 初から翌ギ2 まの6 力月問に，金および外货保有高は17.7低 RM 

力、ら 10* 8 億 R M へと6 ,9億 R M の減少を示した* ' との娜肿の商品贸おは14. 9億 R M の出超で.あるから，この時 

期の金 . 外貨流出は約22廣 R M と推定される，猶，知J j外資残？ぎ,についてれぱ，7 おがロ現在の131億から翌ゴ

48(i34)
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画のもとでこの政策が形成されたという組織的外見が盤えられた。第四次大統領令は，ディ一トリ
(105)

ジヒによれば，賠償解決のための最後の闘いとして公布されたのである。

この政策形成の過程について特徴的なことは，様々な信用拡張提案や平価切下げの勸告がなされ

たにも拘らず，遂にプリューニンクは， これを顧みようとしなかったことである。従来の外国信’用

が枯渴した現在， これに代えて商品担保の® 内短期信用を拡張することを説くヘルマン，ヴ r ルム

ボ ル ト （I . G . ファルベン，31年10月より経済相）の提案にしても， 金本位制を離)说したポンドにマ

ル ク を リンクしようというシャハトやアルフレート . フーゲンべル ク （ドイツ国家人民党党首）の提 
(107) . '

案にしても，そうであった。ャング案の規定を遵守する以上，通貨に開する実験はすべて拒否せざ 

るを得なかったというのが，後の時点でのプリューニンクの一般的な答である。また，当時，彼が 

平価を切下げない理由としてあげていたのは，第一に， ドイツの短期債狹は，僅かの例外を除いて 

外貨建てであるから，切下げによって得る利益は少ないこと，第二に，国民の間に過去のインプレ
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財政政策と賠償問題

うな信用機溝の不安足性，対外的な受励性によって規制されざるを得なかった， と考えてよいであ. 

ろう。 ,

この信用機構の不安足性は，既に見たように，究極的には， ドーズ賠償体制とそのもとでのドイ 

ツの対米金融依存に起因するものであった。従って， プリューニンク政権をして，他め一^切の提案 

を斥けて館四次大統領令に向わせた決定的な理由は， フ一ヴァー宣言に象徴される独米開係にある , 

と言うととができる。プーヴプー宣言•は, たしかに， フランスの信用供与提案の如き政治的代価を 

件うもめではなかった。 しかし，それは，別の代価 , すなわち， 縮財政政策をドイツに要求した 

のである。その作用効渠まで含めるならば，賠償:解決の主導権をァメリカに期待する限り， ドイツ 

は, デフレ政策の強化，失業者の大群の氾濫，政 治 •社会状況の一層の流動化という代価を支払わ 

ねばならなかった。事実， 1931年夏以後も， ァメリカ政府と金融界には， プリューニンク政権の財 

政政策が未だ十分に緊縮的ではないとする批判が，依 然 と し て 強 か そ れ は ， ドイツにあるア 

メリ力の金融資産の価値を維持するには緊縮財政が不可欠であるとする観点から出たものであった。: 

この点において示唆的なのは， 1932年初頭に公表されたュルンスト，ヴァーゲマンの信用機構改本
(114) _

提案に対する債権国伽の反応である。支払停Jh交渉のための債権国委員会の書記B • M- • ァンダー 

ソ ン （チーズ.ナショナル銀行）は， この案の実行を新たな紙幣インフレーションの信号と看做さ 

ざるを得ないと批判し， フランス政府とブランス銀行も，信用解約をもってこれに応ずるであろう，
一 . (U5)> '

と予告したのである。

この意味において， 我々は , ルターと共に，「デフレーションとは , 我々め意志に何らか依存す 

るものではなく, 全くのところ，国際的諸関係に強制された結果なのと言 •うことができる。一 

層正確には, プリューニンクの緊縮財政政策は，1920年代初頭以来め賠償体制， これと密接に関遮 

していたアメリカのドル帝国主義，更に， プリューュンク自身の設定した政策01德から来る当然 ^̂> 

帰結であった， と言うべきであろう。

2 月29日現在の101{tt RM へ在3'0億 RM の減少か明らかである。- „Die wichtigsten Ausweispositionen der Reichs- 

ba'nk seit 1913", in； BA, NacIdaB Hans Lnther, Nr. 358; Konjunktm'statistisches Handbuch 1936, Berlin 1935, 

S. 90； Untersuchnngeii des Bankwesens, II. Toil, Statistiken, S .462 .猶，この辨過の原囚を説明するのに，ライヒ 

銀行側の記録は支払停止协矩の不備を强調するのに対して，プリューニンクは，為替管理制鹿の運用においてライヒ 

如行侧で意閣的な手拔きがおこなi ：)れていたことを強調している。Statistische Abteilung der Reichsbank, Chronik 
der Keichsbank im  Jahre 1931, S. 40 sq., in: DZA. Die Deutsche Reichshank, 16c, l-16h： BrUhinも H.. ajj. cit., 
S. 353〜も

注 ( 1 1 3 )しink, W., op. cな.，S. 503, Anm. 67).

(IM 〉 ヴァーゲマンは，当時，ライt i統IM局長t r , ペルリンの3ま気研究所々長の職にあった。 1月19 ロに発まされたその 

改ホ案とは，資本ffr場のFJfil?のための銀行制度の改iYこと, 信) » 例造を可能ならしめるようにライヒ銀行の発券準備! ！i  
を变えることとを内容としたものであった。Kroll.G.. op. cit„ S. 396 sq.

(115) Born, K.B., op, cit‘, S. 45,

(116) 1931ゴfig  ポ 2日の，湖 "像を加えた好:済 IHM委iま会での発言。BA, R43I/1451. D787589. (Born, K.E., &p. ciL, a  
231に録されでいる。)
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財政政策と賠廣問題

F 賠償問題の終焉と信用拡張

賠償問題の最終解決り後，平価を切下げ，信用拡張政策に転ずる， これがブリューニンクの政策

構想の最後の一環であった。 ^̂ ーザンヌ会議を間近に控えて，1932年春には，来るべき政策転換の

時に備えて，労働振與計画の検討が始められ，その政策化が進められつつあった。 このことは，一

見，賠償の終焉と信用拡張との速結が， プリューニンクが失脚しなかっすことすれば彼の政権のもと

で，成立可能であったように想わせる。 当然のことながら， プ リューニンクは， 「回顧録J におい

て , 労働振興計画の具休的な立案が進められていたこと，後にパーペンめ治下で登場する租税証券
(11?)

制度に優る資金調達方式が考案されていたことを強調している。当時の政策形成に直接，間接に関
- ( 118)

与していた人々も同じ趣旨のことを述べ ,’ この連結が存在し得たことをSE言している。

しかし当時の諸般の記録を検討してみると， この連結は結帰架空のものではなかったかと想わ

せる点が多くあり，同時にまた， この時期には,プリューニンクの政策指導が求心力を失い始めて

いたのを認めざるを得ない。以下では， これらの点について简単に事態の概要を見て，本稿の終享

とする。 '/

ライヒ政府部内で労働振與計画が具体的に検討•されるようになるのは， 1932年 1 月末以後のこと .

である。差当り， 1 月25日の政府言脳会議において， この問題を梭射することの必要性について概

括的な討議があったのに続いて， 2 月12日には， ライヒ経清省において各省担当官とライヒ銀行代

表とによる協議がおこなわれた。 ここでは, 「ドイツのケインズJ と呼ばれた経済省幹部ヴィルへ 
(120)

ル ム ，ラクテンバッハが，信用拡張による公共発註の増額を提案した。 これに対 し て ,ラ イ ヒ銀行

代表は，その資金調達案に強い難色を示し， ラウチンバッハの提案は爾後の検討の過程で事実上立

消えとなった。閣議では， 2 月20 日以後，労働振與計画が議題とされる .ようになった。その結果は,

プリューニンク政権のもとで第五次の大統領令として準備されながら，政権交替めため,パーペン

のもとで6 月14日に公布される大統領令に集約されることになる。 しかし，当初のシユテッガーヴ 
(121)

アルトの提案では12〜14廣R M でちった計画規模は，資金調達方法を見出しえないために，10分の 

1 め 1億3500万R M に削減された。また，そ の 計 画 の 服 も ，雇用機会の創出を通じて経済の狀復

注 (117) BrUnIng, H., op. cit„ S. 572〜5.

(118) Salin, E„ „Zur Einfilhrung*', in: Luther, H., op. cU" S. 24 sq； Punder, Hermann, ..Zusamnienarbeit mil 

Heinrich Bruning in der Reichskanzlei 1930-1932", in： Stmt, Wirlschaft und Politik in  der Weimarer Repib- 
Hk, S. 315.

(119) 1932印. 1 月 25 [：Jの政府首脳会i の 記 錄 BA. R43I/1455, D789158 s q .および2 月 12日の労働振典問題担当货会 

議の記録1Bん R43I/2045所 収 よ る 。

ひ20) Laulenbaeh, Wilhelm, Zins, Kredit und Produktion, lirsg. v. Wolfgang StUtzel, Tubingen 1952, S. JX 所収 

のヴィルヘルム，レプケのぼ文を参照されたい。 、

(121) 1932印こ3 ガ 3 日付のライヒ労働卷の捉策。’ BA, R/13：l/2045所収。
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財政政策と賠償問題

をnrるというよりも，失業保臉給付の削減に伴う作用を綴和することにあり，都市失業者を農村に 

遺元するための国内移住政策と密接に関連づけられたものであご fム

このように， この時期の労働振興計画は，その規模や性格において，後の時代のそれに比校して , 

をど取るに足りないものであった，と言えよう。その主.な理由は， プリュ ‘ ニンク財政のもとでは , 

第四次大統領令以後といえども，積極的な信用拡張による財源調達が，結局は杏定されていたこと 

にもる。そして，信用拡張を否定する理由も，以前と同様，賠償問題の未解決に求められていたの
り23) 

である

平価切下げの問題についても， これと同様，第四次大統領令以後も，その政策論には何の变化も 

認めることはできない。1932年 3 月， ウォルター . レイトン力' ; , イギリス政府の意向を体して，金

本位制からの明確な離脱をプリューニンクに勧告したのに対して，彼は，賠償問題の未解決を根拠
,. .  (124)

にこれを取り得ないとしたのであった。

しかしその拒あの理由は，賠爐問題の未解決に尽きるものであゥたのであろうか。 この時期に
' (125)

は， 彼 が 「100万のライじ国防軍にもまさる強力な武器J と評価する第二次支払停止協定が既に発
(126)

効していた。通貨信用政策の変更に傅う外貨流出の危険は，以前よりかなり減殺されていた害であ 

る。それにも拘らず , 政策の転換に彼が否定的だったのは，賠償問題と並んで，国民のインフレ心 

理への顧慮が彼を強く支配していたからではなかろうt、。後者は，既に，イギリスの金本位制離脱 

に際してこれに追随し得ない理由として彼が挙げていたものである。そして， この問題と賠償問題 

との間には，明確な関連は認めがたい。賠償が存在しなかったとしても彼は他の政策を取り得なか
、 (127) J

った答だとされる所以であり， また，当面の主題に即して言えば，.賠償の終焉と信用拡張の展開と ‘ 

の連結は， ブリューニンクにおいては結局架空のものであったとせざるを得ない所以である。

1932年まの政策形成過程においては， また， プリューニンク政権の指導.統率力の低下が顕著で 

あった。 もっとも， この傾向は, 既 に 1931年の政治過程でも見られた。早くは 31年春の独填関税 

同盟衆は，政府部内でプリューニンクの関知しないととろで準備され，その意に反して’公表された 

と 見 ら れ る し 6 月から 7 月の信用恐慌においては，ルターの中央後行政策は民間経済界の非難の 

的となり， ブリューニンク自身もこれに絶望していた。ルターのプリューュンクからの311離は，為 

替管理政策と第四次大統領令，殊に,利子率弓 I下げ政策において一層顕著となった。そして， 1932 

年前半，労働振與計画立案の過程でも，ルターはプリュ - •ニンク政権への協力を極力0 避しようと

注（122) Kohler, Hennig, „Arbeitsbescliaffung, Siedlung und Reparationen in der Sclilussphase der llegierimg Bril
ning*', in； Vurteljahrshefte f i i r  Zeitgesckichte, J g .17,1969, Hoft 3, S. 276 s q .を参照され/;:い，

(123) /がrf., S. 296 による。

(124) /Wば.，S. 298 による。
(125) Briining, H , op., cit., S. 492̂
ひ26) 二 次 支 仏 他 燃 ®については，Luther, H., op. c仏，S. 210 s q .を參啤されたい。
(127) Sanmann, Ii., op. eii., S. 131,
( 1 2 8 )プリューュン夕がルタ一をどのように} 1たかは，Briining, H„ op. at., S. 293, 299, 419. 572,および, 本稿りベ57) 

を參照されたい。m , この時朋のfSJi]他胁こは)するルターの思解にういては，Luther, H., op. 6U‘, S, ?54 e q .を参照*

5lCi57)
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財政政策と賠廣問題

(128)

していた。それは， プリューニンク以上に保守的な立場からする信用拡張政策の根?*?であったが， 

他方では， プリューニンクに対して，労働振興政策の推進者どしてのシュチッガーヴァルトやデイ 

一トリッじが対立を示すようにかの三頭政治は分解の様相を呈し始めていたので左クる。更に , 

ヴ ァルムボルトは， 内にあり乍らヴァーゲマン提案公15?の陰の立役者であり，ルターと激しく対
(130)

立し， プリューニンクはこれを全く調整し得なかった。更に，行政窗僚制の内部にも， プリ

ンク政権の政策形成への非協力が目立ち始めていた。

ここでの問題は， ip.に政権内部の人的諸関係の悪化や分解にあるのではない。デフレ政策の頂点

をなす第四次大統領令を施行してローザンヌ会議も ini近いこの時期に，新たな状況に適応すべき政

策をプリューニンク政権が統一的に形成し得なかったことにある。 このことは， プリューニンク力’\

賠償問趙におけるその成梁にも拘らず，その政権担当の当初から，国内におけ.る危機的状況克服の

ための政策論を果たして持ち得ていたのかを，あらためて疑問とさせる。1932年の初頭には，最大 
. (13 り

の資本家集団たるドイツ全国工業遮盟は，公然とプリューニンク政権の政策を批判するに到った。

この政権から最も多くの利益を享けていた農業集団の離反もまた明らかであった。諸集団は， この 

政権の政策に利害の調盤と統合を見出し得なくなっていたのである。 これに加えて大衆の離反があ 

る。大来への顧慮を挑除することのうえに成立っていたブリューニンクの政策は , 大衆を， ヴアイ 

マル体制の積極的多数派から消極的多数派へと転化させる役割を果たした。その際，彼は，大衆運 

動において指導権を得つつあったナツィスを，車なる議会主義的反対政党として誤認していたので
(132) 

あ> る,

賠償問題を主軸として展開されたプリユーユンク財政のこれらの内政的関連については，更に , 

稿を改めて考察することとなるであろう。

(経済学部助教授>

法 (129) Kohler, H., op. ciL, S. 306 による。

( 1 3 0 )ルターとヴァルムボルトの反I いては，Bruning, H., op. dt,, S. 50S〜4 を参Kiされたい。轨当時経済 411だ 

ゥたヴァルムボルトとシユミッツに I * G * プァルペン）等おヴプーゲプンが小サークルを形成しており，シユミ

ッッ等の委託で後名'が扼案を起-草した，と言われる。"Notiz iibor die Aussprache niit Prof. W a餅 1mnn am 29‘ Feb. 

1932 (Konsul Dr' Respondok an Nordhoff, 5, Marz 1932)", in: BA, Nachlali Hafts Lutheゲ，Nr. 341による。

(131) SckuWms* Europmscher Geschichtskalen<ler, Bd. 73 (1932), S，3.

(132) Mersey, R , op. ciLt S . 17, ’
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